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総 務 常 任 委 員 会 次 第 

 

令和元年１２月１２日（木）午前１０時 

於   大 会 議 室 

 

１ 開 会 
 

 

２ 議 事 
 ⑴ 総務局、消防局関係 

  ① 付託された議案の審査 

     議案（３件） 

     議案第５７号 令和元年度明石市一般会計補正予算（第３号）〔分割付託分〕 

             ……………………………… 箕作 財務部長兼財務室長 

 

 

     議案第６８号 明石市職員の給与に関する条例及び明石市立学校職員の給与

等に関する条例の一部を改正する条例制定のこと 

 

     議案第６９号 明石市特別職の職員の給与に関する条例及び明石市公営企業

管理者の設置及び給与等に関する条例の一部を改正する条例

制定のこと 

      ※ 資料参照 …………………………………… 河野 給与・厚生担当課長 

 

 

  ② 報告事項（２件） 

ア （仮称）あかし安全のまちづくり計画（国土強靭化地域計画）の策定について 

      ※ 資料参照 ……………… 河谷 総合安全対策室長兼地域防災担当課長 

 

イ 令和２年１月組織改正案について 

      ※ 資料参照 …………………………………………………… 薮 総務課長 

 

  ③ その他 
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（理事者入れ替え）  

 

 

 

 ⑵ 政策局、会計室、監査委員、選挙管理委員会関係 

  ① 付託された議案の審査 

     議案（４件） 

     議案第４９号 明石市本のまち基金条例制定のこと 

      ※ 資料参照 ………… 藤原 次長（本のまち担当）兼本のまち担当課長 

 

 

     議案第５３号 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例制定のこと 

      ※ 資料参照 …………………………………………… 武田 計画担当課長 

 

 

     議案第５７号 令和元年度明石市一般会計補正予算（第３号）〔分割付託分〕 

             ………………………………………………… 丸山 政策室長 

      ※ 資料参照 …………………………………… 藤田 シティセールス課長 

 

 

     議案第６５号 あかし市民広場に係る指定管理者の指定のこと 

      ※ 資料参照 …………………………………… 藤田 シティセールス課長 

 

 

  ② 報告事項（６件） 

   ア 「明石市犯罪被害者等の支援に関する条例」の改正骨子案について 

      ※ 資料参照 ………………………………………… 牧田 市民相談室課長 

 

 

   イ 養育費に関する施策の検討状況について 

      ※ 資料参照 ………………………………………… 村山 市民相談室課長 

 

 

   ウ 「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称）」の検討状況に

ついて 

      ※ 資料参照 …………………………………… 中島 まちづくり担当課長 
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   エ ＪＲ西日本との包括連携協定における取り組み等について 

      ※ 資料参照 ………………………………… 藤田 都市ビジョン担当課長 

 

 

   オ 明石市内全域の均衡ある発展を目指した取り組みについて 

      ※ 資料参照 ………………………………… 藤田 都市ビジョン担当課長 

 

 

   カ 市制施行１００周年記念事業の実施状況について 

      ※ 資料参照 …………… 西川 市制施行１００周年記念事業推進室課長 

 

 

  ③ その他 

 

 

３ 閉会中の所管事務調査事項 
⑴ 市政の総合企画及び総合調整について 

⑵ 広報、広聴及び観光について 

⑶ 危機管理、市民の安全及び消防について 

⑷ 情報管理、統計及び工事の検査について 

⑸ 職員の人事管理について 

⑹ 財政、契約、財産の管理及び市税について 

 

 

４ 閉  会 
以 上 
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議案第６８号及び第６９号関連資料 

特別職及び一般職の職員に係る給与関係条例の改正案の概要 

 

 

１ 改正理由 

  本年の人事院勧告に基づく、国家公務員の給与改定の取り扱いに準じて、特別職の

期末手当並びに一般職の勤勉手当、給料月額及び住居手当を改定するため、条例の一

部を改正しようとするものです。 

 

２ 改正内容 

２０１９年度の人事院勧告に基づく給与の取り扱い 

⑴ 期末・勤勉手当の支給月数の改定（２０１９年１２月支給分から適用） 

① 市長をはじめとする特別職及び一般職の職員の年間支給月数を０.０５月引き

上げます。 

                                    (月数) 

 ２０１９年度 ２０２０年度以降 

現行 改正後 増減 現行 改正後 増減 

特

別

職 

６月 ２.２００ ２.２００   ０ ２.２００ ２.２２５ ０.０２５ 

１２月 ２.２００ ２.２５０ ０.０５０ ２.２００ ２.２２５ ０.０２５ 

計 ４.４００ ４.４５０ ０.０５０ ４.４００ ４.４５０ ０.０５０ 

一

般

職 

６月 ２.２２５ ２.２２５   ０ ２.２２５ ２.２５０ ０.０２５ 

１２月 ２.２２５ ２.２７５ ０.０５０ ２.２２５ ２.２５０ ０.０２５ 

計 ４.４５０ ４.５００ ０.０５０ ４.４５０ ４.５００ ０.０５０ 

 

② 市議会議員の期末手当については、「明石市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例」において、市長をはじめとする特別職の支給月数を準用すること

が規定されているため、特別職の引き上げにあわせた取り扱いとなります。 

 

⑵ 一般職の給料月額の引き上げ 

① 行政職給料表（平均０.１％引き上げ）（２０１９年４月遡及適用） 

初任給を１,５００円引き上げるとともに、３０歳台半ばまでの職員の給料月額

について、所要の改定（最大１,５００円引き上げ）を行います。 

 

② その他の給料表 

    行政職給料表との均衡を基本として、同様の引き上げを行います。 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2019 年(令和元年)12 月 12 日 

総 務 局 職 員 室 給 与 担 当 
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 ⑶ 住居手当の上限額の引き上げ（２０２０年４月実施） 

   住居手当の支給対象となる家賃額の下限を４,０００円引き上げ、これにより生じ

る原資を用いて、住居手当の上限額を１,０００円引き上げます。 

 

区 分 現 行 改 正 

家賃額 

の下限 
１２,０００円 １６,０００円 

手当額 

の上限 
２７，０００円 ２８，０００円 

計算式 

家賃額 支給額（月額） 

23,000 円以下 家賃額-12,000 円 

23,000 円超 
(家賃額-23,000 円)×

1/2＋11,000 円 
 

家賃額 支給額（月額） 

27,000 円以下 家賃額-16,000 円 

27,000 円超 
(家賃額-27,000 円)×

1/2＋11,000 円 
 

 

 ⑷ 任期付短時間勤務職員の給与改定（２０２０年４月実施） 

本市一般職員の給与改定に準じて、給料月額及び勤勉手当の支給月数の引き上げ

を行います。 

 

 ⑸ 改定所要額（全会計ベース） 

２０１９年度：約５,５００万円、２０２０年度：約８,７００万円 

 

３ 改正する条例 

⑴ 明石市職員の給与に関する条例（議案第６８号） 

⑵ 明石市立学校職員の給与等に関する条例（議案第６８号） 

⑶ 明石市特別職の職員の給与に関する条例（議案第６９号） 

⑷ 明石市公営企業管理者の設置及び給与等に関する条例（議案第６９号） 

  

また、技能労務職員及び企業職員については、それぞれ関係する規則、規程の改正

を行います。  

 

４ 施行予定期日 

公布の日。ただし、給料表に係る改正規定は２０１９年４月１日から適用します。 

また、２０１９年１２月期の期末・勤勉手当に係る改正規定は２０１９年１２月１

日から、２０２０年度以降の期末・勤勉手当及び住居手当に係る改正規定については、

２０２０年４月１日から適用します。 

 



 

 

 

（仮称）あかし安全のまちづくり計画（国土強靭化地域計画）の策定について 

 

1 計画策定の経緯及び趣旨等 

 １）東日本大震災の教訓を踏まえ、国では、大規模自然災害が発生しても、国民の生命、

身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済を守り、強くしなやかな国民生活の実現

を図る国土強靱化の取組を推進するため、平成２５年「強くしなやかな国民生活の実現

を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（以下「基本法」という。）」を公

布、施行しました。また、基本法に基づき国土の強靱化に関係する国の計画等の指針と

なる国土強靱化基本計画（以下「基本計画」という。）」を平成２６年に策定しました。 

２）国土強靭化を実効あるものとするためには、国のみならず地方公共団体を含め、関

係者が総力を挙げて取り組むことが不可欠なことから、県、市町については、基本法に

基づき、国土強靭化地域計画を作成し、災害に強いまちづくりの着実な推進が求められ

ています。 

３）本市においても、基本法に基づき、大規模自然災害等の発生に備え、より強く、し

なやかな地域の構築を目指して、市の各施策を総合的かつ計画的に推進するため、作成

するものです。 

 

【参考】 

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

第十三条」 

都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基

本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」という。）を、国土強靱化地域計画以外の国土

強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めること

ができる。 

 

２ 計画を策定し推進するメリット 

１）ソフト・ハード両面から取り組むことで、災害発生時の被害を軽減することができ

る。 

２）地域の災害対応力が高まり、住民の地域に対する安全、安心感等、まちの魅力の向

上につながる。 

３）計画に基づき実施される取組みに対し、関係府省庁所管の交付金・補助金等が優先

配分され、各種の事業がより効果的かつスムーズに進捗することができる。 

 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

令和元年(2019 年)12 月 12 日 

総 合 安 全 対 策 室 



 

３ 基本とする目標（国土強靭化計画、国土強靭化地域計画共通） 

１）人命の保護が最大限に図られる 

２）市政及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

３）市民の財産及び公共施設に係る被害を最小化する 

４）災害発生後の迅速な復旧・復興を可能にする 

 

４ 計画の枠組み 

 【名称】：（仮称）あかし安心のまちづくり計画（国土強靭化地域計画） 

 

【対象とする災害（リスク）】 

大規模自然災害：地震、津波、風水害（台風、豪雨、高潮、土砂災害等） 

 

【計画の枠組みイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【※具体的な取組み方針の一例】（他市国土強靭化地域計画より抜粋）  

・住宅・建築物等の耐震化の促進 

・緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

  ・ため池の整備 

  ・避難所となる学校園施設の防災機能強化 

  ・漁港施設の地震、津波対策 

  ・上下水道施設の耐震化の推進 

  ・ハザードマップ作成・訓練・防災教育等を通じた地域づくり 

  ・地域の医療機関との連携体制の構築など 

 

５ 今後の予定 

 １）令和 2年 3月頃素案の作成 

 ２）パブリックコメント 

 ３）令和 2年 6月頃策定 

起きてはなら

ない最悪の事

態（リスクシ

ナリオ）の想

定 

リスクシナ

リオに対す

る市の現状、

脆弱性の評

価 

リスクシナリ

オに対する 

必要な取組み 

の検討 

優先順位の高

いリスクシナ

リオの選定と

※具体的な取

組み方針 
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令和２年１月 組織改正案について 

 

 

１ 目 的 

豊かな海づくりを一層推進していくため市民生活局に豊かな海づくり室を新

設し、併せて記念事業の終了に伴う市制施行 100 周年記念事業推進室の廃止を

することにつき、必要な体制整備を図ります。 

 

 

２ 改正案の内容 

⑴  豊かな海づくり室の新設 

明石の恵まれた海を守り、未来の子ども達に引き継いでいくことは、ＳＤ

Ｇｓの理念に沿った、持続可能なまちづくりの柱の一つです。 

また、2021 年「全国豊かな海づくり大会」が本市で実施されることが決定

されています。 

これを契機に、市民や漁業者、国・県等と連携し、豊かな海づくりを一層

推進していくため、市民生活局内に「豊かな海づくり室」を新設します。 

 

⑵  市制施行 100 周年記念事業推進室の廃止 

記念事業については、本年 1 月 1 日から 12 月 31 日までを事業期間とし、

多くの市民の参加・協力を得て、先日の「Ｂ－１グランプリ全国大会 in 明

石」で主要な事業が完了しました。 

また、市民及び民間主催で行われている 100 周年冠事業についても年内で

終了します。 

   ついては、政策局の「市制施行 100 周年記念事業推進室」を廃止します。 

 

 

３ 改正の概要 

別紙「令和２年１月 組織改正総括表（案）」のとおり 

改正後の組織の規模 

〔現行〕１０局 ３７室 ７６課 １７７係 

〔改正〕１０局 ３７室 ７６課 １７７係（変更なし） 

 

 

４ 改正の手続 

事務分掌規則等の改正を行い、令和２年１月４日の実施を予定。 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2019 年(令和元年)12 月 12 日 

総 務 局 総 務 管 理 室 総 務 課 
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令和２年１月 組織改正総括表（案） 

改正案（令和２年１月） 改正前 

 

 市長事務部局 

局 室・課 係  等 

政策局 

市長室  

シティセールス推進室 

 （略） 
 

市民相談室  

政策室 

 （略） 
 

都市開発室 

 （略） 
 

（削る） 

 
 

市民生

活局 

市民生活室 

 （略） 
 

市民協働推進室 

 （略） 
 

文化・スポーツ室 

 （略） 
 

産業振興室 

 （略） 

 

豊かな海づくり室  

環境室 

 （略） 

 

あかし総合窓口 

大久保市民センター 

魚住市民センター 

二見市民センター 

 

 

○組織の規模 （変更なし） 

１０局 ３７室 ７６課 １７７係 

 ・市長事務部局  

   ６局 ３４室 ５９課 １２７係 

          

 

 市長事務部局 

局 室・課 係  等 

政策局 

市長室  

シティセールス推進室 

 （略） 
 

市民相談室  

政策室 

 （略） 
 

都市開発室 

 （略） 
 

市制施行 100 周年記念事業

推進室 
 

市民生

活局 

市民生活室 

 （略） 
 

市民協働推進室 

 （略） 
 

文化・スポーツ室 

 （略） 
 

産業振興室 

 （略） 
 

（新設） 
 

環境室 

 （略） 
 

あかし総合窓口 

大久保市民センター 

魚住市民センター 

二見市民センター 

 

 

○組織の規模 

 １０局 ３７室 ７６課 １７７係 

 ・市長事務部局 

   ６局 ３４室 ５９課 １２７係 

 

 



 

 

 

議案第４９号関連資料 

「明石市本のまち基金条例」（案）の概要 

 

  

１ 条例制定の目的 

本のまちの推進にあたっては、これまで、市民や各種団体等から、その趣旨にご賛

同いただき、図書の寄贈はもとより、寄附金をいただいてきたところです。 

このたびは、一般財団法人 公立図書館助成会より、当該団体を解散するにあたり、

清算金を市に寄附し、公立図書館等の充実に役立ててほしい旨の申し出がありました。 

ついては、市民等からの寄附の趣旨・目的を踏まえ、このたびの寄附金を原資とし

て本のまち基金を設立し、今後、市民等からのより一層の支援・協力を得ながら、図

書館施設や読書バリアフリー環境の整備など、「本のまちづくり」の取り組みをまち全

体でさらに推進していくため、財源として寄附金を有効的に活用するとともに、その

使途等、取扱いの透明性を図ろうとするものです。 

 

２ 条例及び基金の概要 

⑴ 基金設立の目的 

子どもから高齢者まで、「いつでも、どこでも、だれでも」手を伸ばせば本に手が

届く「本のまち明石」の推進に関する事業に充てるため、明石市本のまち基金を設

立します。 

⑵ 基金の使途 

① 新図書館施設整備に関する費用 

② 読書バリアフリーの取り組みに関する費用 

③ 本のまちづくりの施策の推進に関する費用 

⑶ 基金への積立金 

① 設立時 

ア 寄 附 額 １０，０００千円（補正予算措置） 

イ 受領予定日  令和２年１月２６日 

② 設立後 

ア 本のまちづくりに賛同する企業、個人からの寄附金を積み立てます。 

イ ふるさと納税の応援プランに「（仮称）本のまち明石応援」の追加を予定して

います。 

⑷ 施行日 

公布の日 

 

 

（参考） 

一般財団法人公立図書館助成会 

・昭和43年 8月 発足 

・常務理事 丸尾治男氏（丸尾カルシウム株式会社 代表取締役社長） 

・これまでの寄附の内容 

1968年～2018年の 50年間に、図書1,552冊（12,036,219 円相当）を寄贈 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2019 年(令和元年)12 月 12 日 

政 策 局 政 策 室 本 の ま ち 担 当 



 

 

 議案第５３号関連資料 

 附属機関の設置に関する条例の一部改正（案）の概要 

～あかしＳＤＧｓ推進審議会の設置～ 

 

 

１ 条例改正の目的・内容 

 次期総合計画（計画期間：2021年度～2030年度）について、ＳＤＧｓ（※）の理念を反映し

た「（仮称）あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画）」として策定するに当たり、

同計画に関する重要事項を調査審議する審議会を、現行の「明石市長期総合計画審議会」から

「あかしＳＤＧｓ推進審議会」に変更する。 

（※2015年９月の国連サミットにおいて全会一致で採択された、「誰一人取り残さない」持続可

能な社会の実現を図るための、2030年までの 17の国際目標） 

 

⑴ 改正の概要 

改正 現行 
 

附属機関 担任する事務 

あかしＳＤＧｓ

推進審議会 

ＳＤＧｓの推進及び総

合計画に関する重要

な事項の調査審議に

関する事務 
 

 

附属機関 担任する事務 

明石市長期総合

計画審議会 

長期総合計画に関す

る重要な事項の調査

審議に関する事務 
 

 

⑵ 施行期日 

公布の日 

 

 

２ あかしＳＤＧｓ推進審議会 

 ⑴ 委員構成（16名予定）   

学識経験者 ３名 

明石市連合まちづくり協議会 １名 

明石市ボランティア連絡会 １名 

明石商工会議所 １名 

連合兵庫中南部地域協議会 １名 

明石市連合子ども会育成連絡協議会 １名 

明石市障害当事者等団体連絡協議会「あすく（ASK）」 １名 

あかし女性応援ねっと運営委員会 １名 

明石市高年クラブ連合会 １名 

明石工業高等専門学校（学生） １名 

公募市民 ４名 

 

 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2019 年(令和元年)12 月 12 日 

政 策 局 政 策 室 



 

 ⑵ 任期 

  ２年間 

 

⑶ 開催予定 

年度・開催予定回数 主な協議内容 

2019年度 ２回（１月～３月） ・第５次長期総合計画の検証 

・（仮称）あかしＳＤＧｓ推進計画（案） 

2020年度 ４回程度 ・（仮称）あかしＳＤＧｓ推進計画・戦略計画（案） 

・答申案 

2021年度以降 １～２回程度 ・（仮称）あかしＳＤＧｓ推進計画・戦略計画の推進状

況の検証 

 

⑷ その他 

現行の「明石市第 5次長期総合計画」を推進するために要綱で設置している「明石市長期

総合計画推進会議」については、2019年 12月末で廃止する。 

 

 

３ （仮称）あかしＳＤＧｓ推進計画策定スケジュール 

 （仮称）あかしＳＤＧｓ推進計画の策定 

議会 市民参画 

2019年度   

４月～６月  ◆市民意識調査（6～7月） 

◆タウンミーティング（6月～10月） 

７月～９月 ◎総務常任委員会（9月） 

（取組状況・市民意識調査結果） 

◆子育てモニターとの意見交換（8月～） 

10月～12月 ◎議案提案（12月） 

（附属機関の設置条例改正） 

◆あかしＳＤＧｓ審議会委員公募（11月） 

◆高齢者大学での市長懇談会（11月～） 

１月～３月 ◎総務常任委員会（3月） 

（取組状況、次年度の取組） 

◆あかし高校会議所との意見交換（1月） 

◆あかしＳＤＧｓ推進審議会への諮問 

（1月～） 

◆当事者団体等との意見交換（2月～） 

2020年度   

４月～６月 ◎総務常任委員会（6月） 

（取組状況） 

◆あかしＳＤＧｓ推進計画意見箱 

（4月～） 

７月～９月 ◎総務常任委員会（9月） 

（あかしＳＤＧｓ推進計画素案） 

 

10月～12月 ◎総務常任委員会（12月） 

（あかしＳＤＧｓ推進計画案） 

◆パブリックコメント（11月） 

（あかしＳＤＧｓ推進計画素案） 

１月～３月 ◎議案提案（3月） 

（あかしＳＤＧｓ推進計画） 

◆あかしＳＤＧｓ推進審議会からの答申 

（1月） 

 

 

 



 

 

 

 

議案第５７号関連資料 

ふるさと納税促進事業について 

 

  令和元年度「ふるさと納税促進事業」において、寄附入金額が当初の設定額より大幅に増える

見込みで推移しているため、歳入、歳出ともに下記のとおり補正予算を計上しようとするものです。 
 

記 
 

１. 令和元年度の寄附状況について 

寄附入金額 （令和元年度予算額 １６０，０００千円） 

９月末現在の寄附実績…５６，７３５，０００円 （平成３０年度同時期 １４，３９７，０００円）  

＜千円＞ 

 4～6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

平成 30 年度 122  3,830 4,940 5,505 10,635 17,253  44,608  4,465 4,575 6,893 102,826 

令和 

元年

度 

チョイス 28,300 5,340 7,970 8,065 16,000  26,900  67,000  6,700  6,800  9,018  182,093  

楽天 - - 710 6,350 6,800  11,100  28,700  2,900  2,900  4,447  63,907  

計 28,300  5,340  8,680  14,415  22,800  38,000  95,700  9,600  9,700  13,465  246,000  

前年比 23197% 139% 176% 262% 214% 220% 215% 215% 212% 195% 239% 

※10 月以降は推計値・・・ ①ふるさとチョイス申込/対前年比約１５０％で推移すると仮定し算出 

②楽天申込/全体の約３０％で推移すると仮定し算出 

 

２. １２月補正について 

 ①歳入  

８６，０００千円 （当初予算 １６０，０００千円→令和元年度見込 ２４６，０００千円） 

  ②歳出 

    ４３，０００千円 （当初予算   ８５，８１２千円→令和元年度見込 １２８，８１２千円） 

    【内訳】 

     委託料 ４１，５００千円 （返礼品代、送料、事務委託手数料、掲載手数料など） 

手数料  １，５００千円 （クレジット決済手数料） 
 

３. その他 (参考) 

返礼品 現状ランキング                       ３０７商品 ８４事業者（11 月 1日現在） 

１位 [パンツタイプ]パンパースオムツ L:34 枚 ６位 ナッツ詰め合わせ B 

２位 ウイスキ－ シングルモルトあかし ７位 釜あげ明石だこ 大 1 尾 

３位 ミックスナッツ塩味 500g4 個 ８位 [パンツタイプ]パンパースとおしりふき

各 2P L:34 枚 

４位 [パンツタイプ]パンパースオムツ M:44枚 ９位 ｳｨﾙｷﾝｿﾝ ﾀﾝｻﾝ PET500ml×24 本 

５位 ｳｨﾙｷﾝｿﾝ ﾀﾝｻﾝ ﾚﾓﾝ PET500ml×24本 10 位 生ズワイ蟹 蟹しゃぶ用棒肉 500ｇ 

 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2019 年（令和元年）12 月 12 日 

政策局シティセールス推進室シティセールス課 



 

 

議案第６５号関連資料 

あかし市民広場に係る指定管理者の指定について 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設及び指定期間 

 ⑴ 名 称 あかし市民広場 

 ⑵ 所 在 地 明石市大明石町１丁目６番１号 

 ⑶ 指定期間 令和２年４月１日から令和５年３月３１日（３年間） 

 

２ 指定管理者候補者となる団体の概要 

名 称 一般財団法人明石コミュニティ創造協会 

所在地 兵庫県明石市東仲ノ町６番１号アスピア明石北館８階 

主な事業 地域自治の支援事業、公共施設の管理運営事業、市民の参加

促進事業 

 

３ 期待される効果 

項 目 提案内容 

運営体制 

・貸館のノウハウの活用や人員体制における配慮が提案され

ており、貸館利用者へのサポートやコーディネートの充実、

自主イベント事業の充実が期待できる。 

・事業企画・広報部門の担当者を法人本体業務との兼務で現

場に置くことにより、法人が有しているノウハウの活用や、

他施設との連携による相乗効果が期待できる。 

自主ｲﾍﾞﾝﾄ事業 

・事業実施において、賑わいづくりの手法を継承しながら、

再開発ビル内の各施設・店舗や企業等に加えて、地縁団体を

含む市民活動団体などの多様な主体との連携が期待できる。 

・市民講師による多様な学びの提供や、市民主体の企画・運

営に向けた取り組みが提案されている。 

・他施設の運営において収集した情報も活用した上で、効果

的な情報発信が期待できる。 

貸館事業 

・貸館利用者に対し、企画時点での相談・アドバイスや他の

団体とのコーディネートを実施することで、小規模な団体の

利用促進が図られる。 

・小規模な団体でも利用しやすくなるよう、１／２面・１／

４面の貸出に加え、１㎡単位での貸出促進や、利用イメージ

の冊子作成が提案されている。 

・インターネットを利用した既存の施設予約システムの導入

による利便性の向上が期待できる。 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2019 年（令和元年）12 月 12 日  

政策局シティセールス推進室シティセールス課 



日常的運営事業 

・市民同士が交流し、新たなつながりが生まれる拠点となる

よう、貸館時以外の机・テーブルの配置や各種コーナーの設

置が提案されている。 

維持管理事業 

・類似施設での実績を有しており、職員及び専門業者による

効果的な維持管理が期待できる。 

・備品の配置や搬入・搬出の導線について、利用者の利便性

や来場者の安全性を考慮した改善が期待できる。 

 

４ 指定管理料 

令和元年度協定額 令和２～４年度提案額 増減額 

８０，４９８，６８０円 ７７，５６８，０００円 △２，９３０，６８０円 
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「明石市犯罪被害者等の支援に関する条例」の改正骨子案について 

 

１ 改正の目的 

本市では、犯罪被害者等に寄り添い、当事者のニーズに応じたきめ細かで

総合的な途切れない支援を行っていますが、犯罪被害者等を取り巻く環境は

まだまだ厳しく、当事者からはさらなる支援策が必要との切実な声を聴いて

います。 

また、本年５月に、民事執行法を改正する法律が成立し、強制執行に先立

って債務者の財産に関する情報を取得する手続が新設されました。改正法の

施行は、成立から１年以内とされています。 

こうしたことから、本年９月及び１１月に意見交換会・検討会を開催し、

頂戴した犯罪被害者等の要望や有識者の意見を参考に、当事者の視点に立っ

たさらなる支援策を検討し、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 意見交換会等で出された主な意見 

 ・ 加害者に刑事責任能力がない場合にも支援をしてほしい。 

 ・ 被害者等支援に関心の高い方々から寄付を受けるため、被害者基金を 

作ってほしい。 

 ・ 債務名義があっても賠償金の支払いをしない加害者に対して、強制執行

という方法があることはわかるが、裁判所の手続は難しくて負担になる。 

 

３ 改正の主な内容 

 ⑴ 他の自治体が実施している支援策の導入等 

① 既存支援策の充実 

   ア 支援金の増額 

遺族支援金を３０万円から６０万円に、重傷病支援金を１０万円か

ら２０万円に増額します。 

    【参考】 三重県 遺族支援金６０万円 重傷病支援金２０万円 

   

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2019 年（令和元年）12 月 12 日 

政 策 局 市 民 相 談 室 
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 イ 家事援助の時間延長・費用補助 

     ヘルパー派遣での対応のみ（利用時間の上限は原則合計６０時間）

としている現行制度について、利用時間の上限を原則合計７２時間に

増やすとともに、ヘルパー派遣または費用補助（１時間当たり上限４

０００円）のいずれかを選択できるようにします。 

    【参考】 横浜市 上限４０００円×７２時間 

   ウ 一時保育費用補助の回数増加 

     一時保育費用補助の回数を５回から１０回に増やします。 

    【参考】 横浜市 １０回 

   エ 家賃補助の増額・期間延長 

     家賃補助の金額について、１か月分の上限額を３万円から４万円に

増やし、補助期間を６か月以内から１年以内に延長します。 

    【参考】 三木市 上限４万円×６か月 

         神戸市 上限３万円×１年 

 

② 新たな支援策 

ア 住居復旧・防犯対策費の補助 

     自宅の窓ガラスや鍵などを壊されて犯罪被害に遭った場合、窓ガラ

スや鍵の修理や防犯用品の設置、リフォームなどにかかる費用につい

て、全額（上限３０万円）を補助します。 

    【参考】 神戸市 半額（上限３０万円）を補助 

   イ 宿泊費用の補助 

     自宅で犯罪被害に遭ったなどの理由により宿泊施設を利用する場合、

兵庫県警察から一人当たり１泊７０００円以内、宿泊日数７日以内の

補助があります。７日を超えて宿泊する場合について、一人当たり１

泊７０００円以内でさらに７日を上限に宿泊費用を補助します。 

    【参考】 神戸市 兵庫県警察（７日分）に上乗せ（さらに７日分） 

 

  ③ 条文の文言の整理 

   「二次的被害」の定義（第２条第５号）を改め、「再被害」と「二次

被害」に分けて定義します。 

  【参考】 三重県、四日市市、横浜市 
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⑵ 民事執行法の改正施行予定等を受けた支援策 

 ① 裁判所を経由した情報取得の手続支援 

   犯罪被害者等が裁判所を経由する情報取得手続（別紙１）を利用する

場合に、手続の説明や書類作成への助言等の手続支援をします。 

 ② 市からの直接の情報提供 

加害者が本市民である場合、①の手続を利用したならば本市が提供す

る情報（給与債権（勤務先）に関する情報）を、犯罪被害者等から本市

への直接の請求により提供します。 

 ③ 差押手続支援 

加害者が賠償金を支払わず、犯罪被害者等が加害者の財産の差押えを

する場合には、手続の説明や書類作成について助言をするとともに、差

押手続に必要な申立手数料及び郵券代について、全額を補助します。 

 

⑶ 当事者の声を受けた新たな支援策 

  ① 被害者基金 

    市民、各種団体または事業者など幅広い層から寄付を受けられるよう

にするとともに、被害者が多数に及ぶ事件などにおいて適切な支援を迅

速に行えるようにするため、被害者等支援に係る給付金等の原資に充て

るための基金を設立します（基金条例の制定）。 

  ② （仮称）特例給付金 

    刑法第３９条第１項（心神喪失）等を理由に加害者が刑事責任を問わ

れない事件の犯罪被害者遺族に対し、（仮称）特例給付金１５０万円を

支給します。 

 

４ 支援策充実の流れ 

   別紙２のとおり 

 

５ 今後のスケジュール 

   令和元年１２月～令和２年１月 パブリックコメント 

   令和２年３月         条例改正案と基金条例案の議会提案 

   令和２年４月１日       改正条例と基金条例の施行 

以上 



【新制度の概要】
★金融機関から，①預貯金債権や②上場株式，国債等に関する情報を取得

（銀行，信金，労金，信組，農協，証券会社等） 【新民執法207条】

★登記所から，③土地・建物に関する情報を取得 【新民執法205条】

★市町村，日本年金機構等から，④給与債権（勤務先）に関する情報を取得
【新民執法206条】

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
の一部を改正する法律の概要

Ｈ２８．９ 法務大臣から法制審議会へ諮問
Ｈ２８．１１～ 法制審部会での調査審議開始
Ｈ２９．９ 中間試案の取りまとめ

検討の経過

現行制度では，手続の申立権者が，確定判決等
を有する債権者に限定

申立権者の範囲を拡大して，仮執行宣言付判決
を得た者や，公正証書により金銭（例えば養育費
など）の支払を取り決めた者等も利用可能にする
【新民執法197条】

現行制度では，債務者の不出頭や虚偽陳述に
対する罰則（３０万円以下の過料）が弱い

不出頭等には刑事罰（６か月以下の懲役又は５
０万円以下の罰金）による制裁を科して，手続の実効
性を向上させる【新民執法213条】

債務者以外の第三者からの情報取得手続を新設

裁
判
所

情報提供
を命令

回答
債権者が
情報取得

財産開示期日（非公開）

【見直しの概要】
★現行の財産開示手続をより利用しやすく実効的なものにする

現行の財産開示手続の見直し

見直し① 見直し②

裁
判
所申立て

債
務
者

・裁判所に出頭
・自己の財産に関する陳述

手続の実施を決定

● 強制執行の申立てには，執行の対象となる債務者の財産を特定することが必要
● 平成１５年に，債務者の財産に関する情報を債務者自身の陳述により取得する手続として，
「財産開示手続」を創設
⇒ しかし， 「財産開示手続」の利用実績は年間１０００件前後と低調

債務者財産の開示制度の実効性を向上させる必要があるとの指摘

債務者財産の開示制度の実効性の向上 【民事執行法の改正】

現行制度の課題と見直しの方向

背景

債
権
者

申立て

裁
判
所

債
権
者

法務省民事局

Ｈ３０．６ 追加試案（ハーグ条約実施法）の取りまとめ
Ｈ３０．１０．４ 要綱の取りまとめ・答申
Ｈ３１．２．１９ 閣議決定・国会提出
Ｒ１．５．１０ 成立 （Ｒ１．５．１７公布）

1/4

※ 給与債権に関する情報取得手続は，養育費等の債権や生命・身体の
侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみが申立て可能

銀行等の
金融機関

登記所

市町村
年金機構等

第１

第１－１

第１－２

新旧p21

新旧p18

新旧p16

新旧p20

新旧p25

ohuchi.t
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◎平成２３年４月　条例施行
具体的な内容

総合的な相談対応

支援金
遺族支援金　　 ３０万円
重傷病支援金　１０万円

貸付金 上限５０万円

家賃補助 家賃の半額（上限３万円）×６ヶ月

家事援助 ホームヘルパーの派遣

◎平成２６年４月　改正条例施行
具体的な内容

法律相談

心理相談

介護支援者派遣 介護ヘルパーの派遣

一時保育費用補助 ３０００円×５回

転居費用補助 上限２０万円・２回まで

公判期日出席旅費補助 上限３万円

死亡＋後遺障害１～３級に限定
上限３００万円

基本理念に規定
市の責務

市民等の責務（努力義務）

◎平成３０年４月　改正条例施行
具体的な内容

再提訴等支援 再提訴等に係る印紙・郵券代を補助

真相究明支援 情報提供チラシ作成費用を補助

教育関係費支援 学齢期の就学中のこどもの教育関係費用を補助

就労準備金支援 就労するために必要な資格等の取得費用を補助

基本理念の追加
被害者家族や性犯罪被害者などへの

配慮などを規定

日常生活支援策の
申請期間の延長

被害時から原則１年
⇒被害時から原則３年に延長

市民要件の見直し
被害者等の生活実態を

考慮するなど柔軟に対応

刑事裁判旅費補助の拡充 上限3万円⇒上限5万円に引き上げ

民事裁判旅費補助の新設 刑事裁判のみ⇒民事裁判にも拡大

立替支援金の対象拡大
従前の対象者に加え、性犯罪被害と

１ヶ月以上の重傷病被害を追加

他の自治体で実施して
いる支援策の導入

国外犯罪被害者等
への支援

支援対象者を国外犯罪行為による
被害者にも拡大

明石市における犯罪被害者等支援策充実の流れ

当事者の声を受けた
新たな支援策

相談料の補助（５０００円×２回）

支援策

立替支援金

二次被害防止の明記

総合的支援の充実

既存支援策の充実

支援策

支援策

総合相談窓口の設置

経済的支援

日常生活支援

支援策の充実

更なる支援策の充実

平成31年4月1日

明石市作成資料

ohuchi.t
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総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2019年（令和元年）12月 12日 

政 策 局 市 民 相 談 室 
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養育費に関する施策の検討状況について 

 

本市では、こどもを社会全体で守り、健全に育んでいく視点から、離婚前後

のこども養育支援に取り組んでいるところですが、養育費の不払いによる泣き

寝入りを救済するための新たな施策を検討していることについて報告します。 

 

１ 養育費に関する現状 

⑴ 養育費の受取率 

   養育費を現在も受けている母子世帯 ２４．３％（４人に１人未満） 

   養育費を受けたことがない母子世帯 ５６．０％ 

   （厚生労働省「平成２８年度全国ひとり親世帯等調査」） 

⑵ 民事執行法の改正 

強制執行の手続を利用しやすくするために、債務者の財産の開示制度が

改正される（令和２年５月までに施行予定）。 

  

２ 検討会の開催 

⑴ 名称 

こどもの養育費に関する検討会 

⑵ 構成員 

① 棚村政行 氏 （早稲田大学教授） ＜会長＞ 

② 神原文子 氏 （神戸学院大学教授） 

③ 津久井進 氏 （弁護士・子どもの貧困対策センター監事） 

④ 赤石千衣子 氏（ＮＰＯ法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長） 

⑤ 山口惠美子 氏（元家庭裁判所調査官・臨床心理士） 

⑥ 渡剛 氏   （ＮＰＯ法人あっとすくーる理事長） 

 

３ 検討会で出された主な意見 

・ こどもが養育費を受け取れるよう、ぜひ施策を進めてほしい。 

・ 養育費の立替は市民の理解・納得が前提となるが、諸外国にある制度で 

あり、ぜひ取り入れてほしい。 

・ 氏名等の公表はこどもの不利益にならないよう、要件・効果・影響など 

を慎重に検討してほしい。 
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４ 検討している施策の内容 

⑴ 履行促進支援 

 ① 合意形成支援 

参考書式の配布や法律相談の実施 

 ② 債務名義化支援 

調停申立書の作成のアドバイスや申立てに係る費用の補助 

 ③ 履行状況確認 

履行状況に関する照会書の送付など 

 ④ 履行勧奨 

   履行を勧奨する書面の送付など 

 ⑤ 給与天引き 

   給与からの養育費天引きに関する勤務先との連絡調整など 

 

⑵ 差押え支援 

 ① 情報取得支援 

   裁判所における情報取得手続の申立支援 

 ② 情報提供 

   市の有する相手方に関する情報の提供 

 ③ 強制執行支援 

   給与差押えなどの強制執行手続の申立支援 

 

⑶ 立替金の支給 

 ① 保証料支援 

   官民連携により、養育費保証のスキームで立替を実施 

 ② 市単独の立替 

   市が不払いの養育費を立て替え、この立替により市が得た求償権を相 

手方に行使 

 

⑷ 過料・公表 

 ① 支払命令 

   立替による求償権に応じない場合、支払命令の行政処分 

 ② 過料 

   支払命令に従わない場合、過料の行政処分 
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③ 公表 

  支払命令に従わない場合、氏名等の公表 

 

５ スケジュール 

令和元年１０月１１日 第１回検討会 

１１月１８日 第２回検討会 

１２月議会  委員会報告 

令和２年 ２月    第３回検討会 

５月    第４回検討会 

８月    第５回検討会 

９月議会  委員会報告 

１０月    パブリックコメント 

１１月    第６回検討会 

１２月    条例議案の提出 

令和３年 ４月 １日 条例施行 

 

以 上 
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「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称）」の検討状況について 

 

１ 計画策定の趣旨 

障害の有無や年齢・性別にかかわらず、誰もが自分自身で自由に移動でき、生活のしやすい

ユニバーサルデザインのまちづくりを進めるため、本市のバリアフリーに関する方針等を定め

る「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称）」（以下、「計画」という。）を

バリアフリー法※（以下、「法」という。）に基づき策定する。 

※バリアフリー法：高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

 

２ 計画の構成（詳細は別紙「計画の構成」参照） 

第１編：計画策定の背景、基本理念、基本目標等、計画全般に共通する事項を定める。 

  第２編：市域全体の取組を進めるための基本方針、バリアフリー化の優先的な促進が必要な

「移動等円滑化促進地区（以下、「促進地区」という。）」を設定し、促進地区の方針

等を定める。【法に基づく「移動等円滑化促進方針（マスタープラン）」と位置付け】 

 

３ 計画の特徴 

 第１編 本計画について 

⑴ 基本理念 

 「誰もが『出かけることができる』『出かけたくなるまち』を目指し、ユニバーサルデザイン

の考えに沿って全市域のまちづくりを進め、誰も取り残されることのない共生社会を実現」 

 

⑵ 基本理念の実現に向けた基本目標 

 ①市民・当事者の意見を反映 

  ・多様な市民の意見を取り入れ、利用者視点に立ったユーザビリティの向上を図る。 

  ・当事者や市民参画のもとで計画を推進する。 

 ②計画に記載する取組内容のポイント 

・ハード施策とソフト（ハート）施策を両輪として取組を進める。 

・ユニバーサルツーリズムを推進し、誰もが安心して外出ができる環境の充実を図る。 

・災害時・緊急時に対応したユニバーサルデザインのまちづくり 

  ③持続的な計画とするための仕組み 

   ・地域の実情に応じた取組とするため、地域に根差した団体等の取組との連携を図る。 

   ・計画の定期的な進捗管理や必要な見直しを行い、スパイラルアップを図る。 

 

⑶ 計画期間 

  ５年間（令和２年度（2020年度）～令和６年度（2024年度）） 

   ※最終年度（令和６年度（2024年度））には、検証の上で改定を行い、継続的なスパイラ 

    ルアップを図る。 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2019 年(令和元年)12 月 12 日 

政 策 局 政 策 室 
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第２編 全市的にユニバーサルデザインのまちづくりを進めるための方針（マスタープラン） 

⑴ 全市的な基本方針 

 ① 当事者・市民の意見を反映したユニバーサルデザインのまちづくり 

ユーザビリティの向上や、質の高いユニバーサルデザインのまちづくりを進めるため、 

多様な当事者・市民の意見を反映する機会を確保するための取組を進める。 

 ② 安全・安心なまちを支える都市基盤整備 

移動環境の基盤となる、公共交通、道路、横断歩道・信号、建築物等の整備にあたって 

は、バリアフリー基準への適合とともに、多様な利用者の意見を反映しながら進める。 

 ③ 心のバリアフリーの推進 

社会的障壁を取り除くことは社会の責務であるという考え方に基づき、多様な特性を持 

   つ人々が相互にコミュニケーションをとり、支え合う「心のバリアフリー」を進める。 

 ④ ユニバーサルデザインのまちづくりに必要な情報提供 

すべての市民に必要な情報が伝わることの重要性を認識し、その確保に向けた取組を進 

める。 

 ⑤ ユニバーサルツーリズムの推進 

外出の際に支援が必要な人が抱える困りごとに応じることができる環境を整え、市民や 

来訪者が安心して本市の魅力を楽しむことができる取組を進める。 

 ⑥ 災害時・緊急時に対応したユニバーサルデザインのまちづくり 

大規模災害時等の緊急時に、情報の入手や避難等に支援が必要な高齢者、障害者等が安 

全かつ速やかに避難できるよう、地域や民間事業者とも連携した取組を進める。 

 

⑵ バリアフリー化の優先的な促進が必要な地区（促進地区） 

   改正法に基づく新たな枠組みとして、バリアフリー化の優先的な促進が必要な地区を「促 

進地区」と設定し、当該地区の取組を段階的に市域全体に広げる。 

地区の設定にあたっては、以下の観点から検討し、設定する。 

① 多くの当事者・市民が利用し、バリアフリー化の効果を高める地区の設定 

  鉄道駅、福祉施設、大規模商業施設、病院等、多くの高齢者・障害者等が利用する施設 

が複数立地する地域等、面的なバリアフリー化が必要な地区を促進地区として設定する。 

   ② 地域発案による地区設定 

     地域においてユニバーサルデザインに関する活動が活発化し、地域からの発案による

促進地区の設定等の提案が行われた地区を促進地区として設定することを検討する。 

   ③ まちや社会の変化に応じた計画の見直し 

まちづくりの進展や移動環境の変化、法令改正や基準の改定等を踏まえ、当事者、市 

民の意見に応じて、適宜、地区の設定やその範囲・内容について見直しを検討する。 

 

⑶ 推進モデル地域 

本市独自の取組として、まちづくり協議会等を中心としたユニバーサルデザインのまちづ 

くりに関する地域活動に取り組む地域を「ユニバーサルデザインのまちづくり推進モデル地 

域」に指定する。当該取組を後押しするとともに、同様の取組の市域全体への波及や、地域 

からの促進地区の設定等に関する発案につながることを後押しする。 
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４ これまでの検討の経緯 

  2019年（令和元年） 

6月 23日 第 1回 明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会（以下「協議会」という。） 

      ► ＵＤまちづくり計画の構成・考え方等について検討 

7月 21日 山陽電鉄林崎松江海岸駅周辺のまちあるき点検 

8月 27日 第 2回 協議会 

► ＵＤまちづくり計画素案について検討 

10月 4日 JR西明石駅周辺地区まちあるき点検 

11月 8日 第 3回 協議会 

      ► バリアフリー化の優先的な促進が必要な地区（以下、「促進地区」という。） 

の設定方針等の検討① 

12月 2日  第 4回 協議会 

      ► 促進地区の設定方針等の検討② 

 

５ 今後の検討スケジュール（予定） 

1月 21日      第 5回 協議会 

1月下旬以降  パブリックコメントの実施 

2月～3月    第 6回 協議会（予定） 

      2月～3月     計画 第１編・第２編（移動等円滑化促進方針（マスタープラン））を 

策定 

 

６ 来年度以降の計画策定に関する取組 

計画の第２編で定めた「促進地区」のうち、核となるハード事業の具体の調整が可能な地区 

（重点整備地区）について、具体的な事業内容等を関係機関との調整の上でとりまとめ、順次、 

計画第３編に追記する。【法に基づく「基本構想」と位置付け】 
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明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称） 

第１編 本計画について 

⑴ 計画策定の背景 

⑵ 本計画の策定について 

   計画の位置付け、検討経緯、平成 14年基本構想の検証 

基本理念 

誰もが「出かけることができる」「出かけたくなるまち」を目指し、 

ユニバーサルデザインの考えに沿って全市域のまちづくりを進め、 

誰もが取り残されることのない共生社会を実現 

基本理念の実現に向けた基本目標 

 

 
 

⑴ ユニバーサルデザインのまちづくりの基本方針 

① 基本方針の考え方 

② 当事者・市民の意見を反映したユニバーサルデザインのまちづくり 

③ 安全・安心なまちを支える都市整備 

  ④ 心のバリアフリーに関する事項 

⑤ ユニバーサルデザインのまちづくりに必要な情報提供 

⑥ ユニバーサルツーリズムの推進 

⑦ 災害時・緊急時に対応したユニバーサルデザインのまちづくり 
 
⑵ ユニバーサルデザインのまちづくり推進モデル地域   
 

⑶ バリアフリー化の促進が必要な地区（移動等円滑化促進地区）の設定 

① バリアフリー化の優先的な促進が必要な地区を設定 

  ② 生活関連施設と生活関連経路の設定 

⑷ 移動等円滑化促進地区のまちづくりに関する方針 

各地区の特性、バリアフリー状況、地区目標、取組方針 

⑸ 基本構想の策定方針 

具体の事業化が見込める地区 

⑴ 重点整備地区の設定 

⑵ 各重点整備地区における事業内容 

事業内容、事業者、事業期間等を調整できる範囲で明記。 

本計画に基づき、事業者は事業を推進。 

公共交通特定事業・道路特定事業・交通安全特定事業・都市公園特定事業・ 

路外駐車場特定事業・建築物特定事業・その他事業 

⑶ その他、重点整備地区におけるユニバーサルデザインのまちづくりに必要な事項 

 

第３編 事業を重点的・一体的に実施することが必要な地区の方針 

基本構想 
改正バリアフリー法に基づき旧基本構想を見直し 

第２編 全市的にユニバーサルデザインのまちづくりを進めるための方針 

移動等円滑化促進方針 
（マスタープラン） 

バリアフリー法で新たに創設 

次
年
度
以
降
に
検
討 

別紙 「計画の構成」 



 

 

 

 

 

 

「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称）」 

（素案） 
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1. 計画策定の背景 

共生社会の実現を目指して 

本市は「住みたい・住み続けたいまち」を目指し、障害のあるなしや性別にかかわらず、こどもか

ら高齢者まで誰にでもやさしいまちづくりの取組を進めています。2017年（平成 29年）12月に

は、東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機に共生社会の実現を目指す「共生社会ホスト

タウン」に登録されました。2019 年（令和元年）８月には、先導的な取組が評価され、「先導的共

生社会ホストタウン」の認定を受けています。 

こうしたことを受け、すべての市民が安心して暮らせるまち明石を実現するために、本市におけ 

る今後の包括的指針となる「（仮称）あかしインクルーシブ条例」の制定に向けた検討を 2018年 

度（平成 30年度）から行っています。国連の持続可能な開発目標（SDGs）*の理念に基づき、 

「SDGｓ未来安心都市・明石」を掲げる本市は「誰ひとり置き去りにすることなく助け合うまちづく

り」という考えのもと、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支えあい、誰もが生き生き

とした人生を享受することのできる共生社会の実現を目指しています。 

  

先進国を含め、全ての国が行動 

する 

＊SDGｓ（持続可能な開発目標） 

2015 年 9 月の国連サミットで採択。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の
実現のため、２０３０年を目標とする 17の国際目標を設定。 

普遍性 

人間の安全保障の理念を反映し「誰一人取り残さない」 包摂性 

全てのステークホルダーが役割を 参画性 

社会・経済・環境に統合的に取り組む 統合性 

定期的にフォローアップ 透明性 

図. SDGｓ（持続可能な開発目標）の特徴 

第 1編 本計画について 
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ユニバーサルデザインのまちづくり 

共生社会の実現のためには、人々の心のあり方に働きかける「心のバリアフリー」とあわせて、

誰もが暮らしやすく、安全で快適に移動できる「ユニバーサルデザインのまちづくり」を推進するこ

とが必要です。 

本市においても、障害の有無や年齢・性別にかかわらず、誰もが自分自身で自由に移動できる

よう、利用者視点に立ち、生活しやすいユニバーサルデザインのまちづくりに向けた取組を進めて

いるところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係法令の整備 

我が国においては、「障害者の権利に関する条約」を 2014年（平成 26年）１月に批准し、同年

２月からその効力が発効しています。同条約の批准のための「障害者基本法」の改正（2011 年

（平成 23 年））、障害者に対する差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の不提供の禁止等を規定

する「障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）」の制定（2013 年

（平成 25 年））など、障害者等を取り巻く法令が整備されてきています。本市においても、「障害

者差別解消法」の施行にあわせて「明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる

共生のまちづくり条例」（通称「障害者配慮条例」）を制定（２０１6年（平成２８年））しています。 

 

 

 

 

 

図.明石市の共生社会実現に向けた取組 
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バリアフリー法の改正 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下、「バリアフリー法」という。）に

おいては、高齢者、障害者等が移動や施設利用をする上での利便性・安全性の向上を図るため、

旅客施設・車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物に対してバリアフリー化基準（移動等円

滑化基準）への適合を求めるとともに、駅を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施

設が集中する地区（重点整備地区）において、住民参加による重点的かつ一体的なバリアフリー

化を進めるための措置等を定めています。 

2018 年（平成 30 年）にバリアフリー法が改正され、同法に基づく措置は「共生社会の実現」

「社会的障壁の除去」に資することを旨として行われるものであることが基本理念として明記され

たほか、市町村がバリアフリー方針を定める「移動等円滑化促進方針（マスタープラン）制度」が

創設されるなどの改正が行われました。 

 

「明石市交通バリアフリー基本構想」によるバリアフリー整備 

本市においては、2002 年（平成 14 年）に、旧・交通バリアフリー法（高齢者、身体障害者等の

公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律）に基づき、「明石市交通バリアフリ

ー基本構想（以下、「平成 14年基本構想」という。）」を策定しました。 

平成 14 年基本構想では、3 地区を「重点整備地区*1」に設定し、駅舎、駅前広場、歩道等の交

通分野におけるバリアフリー化を進めてきました。 

また、7 地区を本市独自の「準整備地区*2」に設定し、バリアフリー化を進めてきましたが、その

後のまちの変化やバリアフリー法の改正等を受け、更なるバリアフリー化が求められています。 

 
 

  
重点整備地区 

・JR明石駅 

山陽明石駅周辺地区 

・JR西明石駅周辺地区 

・JR魚住駅周辺地区 

・JR朝霧駅周辺地区 

・JR大久保駅周辺地区 

・JR土山駅周辺地区 

・山陽電鉄西新町駅周辺地区 

・山陽電鉄林崎松江海岸駅周辺地区 

・山陽電鉄東二見駅周辺地区 

・山陽電鉄西二見駅周辺地区 

準整備地区 

2002年(平成 14年)策定 明石市交通バリアフリー基本構想 

＊１ 重点整備地区 

旧・交通バリアフリー法に基づき、旅客施設及びその周辺の地区において重点的・一体的に移動円

滑化のための整備を行う地区 

＊２ 準整備地区 

本市が独自に設定する、旅客施設及びその周辺地区において、重要度の高い整備課題、比較的低投

資かつ投資効果の高い事業を実施する地区 
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2. 本計画の策定について 

計画の位置付け 

「１．計画策定の背景」に記載した背景を受け、本計画を現行のバリアフリー法に基づく法定計

画として策定します。具体的には、本計画策定の背景、基本理念、基本目標、特徴等について記

載する本編「本計画について」に続く、第２編「全市的にユニバーサルデザインのまちづくりを進め

るための方針（マスタープラン）」を、市域全体のバリアフリーに関する方針を定めるとともに、旅

客施設（鉄道駅）を中心とした地区について、面的・一体的なバリアフリー化の方針を定める「移

動等円滑化促進方針（マスタープラン）」と位置付けます。また、第３編「事業を重点的・一体的に

実施することが必要な地区の方針（基本構想）」を、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体

的な推進に関する核となる事業の具体化が見込める地区についての事業計画である「基本構想」

と位置付け、平成 14年基本構想の見直しを図ります。 

また、計画策定に当たっては、現在検討中の「（仮称）あかしインクルーシブ条例」の理念・方向

性を十分に踏まえつつ、平成 14年基本構想及び 2018年度（平成 30年度）に策定した明石駅

周辺を重点モデル地区とする「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり重点モデル地区実行計

画」の内容を前提に、関連する法令・条例・計画との整合を図りながら策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

明石市ユニバーサルデザインの 

まちづくり実行計画（仮称） 

【マスタープラン・基本構想】 

明石市交通バリアフリー 
基本構想 

2002年(平成 14年）策定 

・兵庫県ユニバーサル社会づくり推進に関する条例 

・兵庫県福祉のまちづくり条例 

・兵庫県障害者等による情報の取得及び利用並びに意思疎通の手段の 

確保に関する条例 

図.計画の位置付け 

反映 

新バリアフリー法 
・明石市ユニバーサルデザインの 

まちづくり重点モデル地区実行計画

(2019年(平成 31年)策定) 

見直し 
改 正 

【国】 【関連計画】 

・明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生の 

まちづくり条例（障害者配慮条例） 

・明石市手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者の 

コミュニケーション手段の利用を促進する条例 

（手話言語・障害者コミュニケーション条例） 

整合 

反映 

旧･交通バリアフリー法 

・明石市第 5次長期総合計画 

・明石市第 5次障害者計画 

・明石市第 3次地域福祉計画 

・明石市都市計画マスタープラン 

・明石市総合交通計画 

・明石市みちビジョン 

・第 2次明石市交通安全計画 

・明石市緑の基本計画 

・明石市中心市街地活性化基本計画 

・明石市地域防災計画 

等 
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「ユニバーサルデザインのまちづくりに関するアンケート」のお願い 

明石市では、障害の有無や性別、年齢に関わらず、誰もが安全で快適にまちを移動できる

よう、「ユニバーサルデザインのまちづくり」を進めています。「高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（通称バリアフリー法）」の趣旨に基づき、来年度から「明石

市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称）」の策定に着手する予定です。 

計画の策定にあたり、皆様が日常生活でよく利用される施設や移動経路などについての情

報やご意見をお聞かせいただきたく、アンケート調査を実施いたします。 

お忙しいところお手数ですが、ご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。 

「バリアフリー」とは 

障害のある人や高齢の人などが生活する上で行動の妨げになる障壁（バリア）をなくす

ことです。 

「ユニバーサルデザイン」とは 

障害の有無や年齢、性別などにかかわらず、多様な人々が利用しやすいようにあらかじ

めデザインする考え方のことです。 

＜参考：バリアの例＞ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【ご記入にあたってのお願い】 

 ご回答は、ボールペンや濃い鉛筆などで、この調査票に直接記入してください。 

 この調査票はお送りした封筒の宛名の方がお答えください。事情によりご本人の記入

が難しい場合は、ご本人の意向を聞いてご家族や介助者・ヘルパーの方などがご記入

ください。 

 この調査は無記名であり、調査の結果は、ユニバーサルデザイン施策の基礎資料とし

て統計的な分析のみを行います。 

 この調査票にご記入いただきましたら、お手数ですが同封の返信用封筒（切手は不要

です）に入れ、平成３１年３月５日（火曜日）までに、ポストに投かんしてください。 

検討経緯 

 本計画の策定にあたっては、高齢者・障害者等の当事者、交通事業者、行政機関、有識者等で

構成される「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会」での議論のほか、アンケート調査、

ヒアリング調査、まちあるき点検等を通じて、多くの方々の意見を踏まえながら検討を進めました。 

 

◆2018年度（平成 30年度） 

10月 21日 あかしユニバーサルモニターとのまちあるき点検（明石駅周辺） 

2月 21日 2018年度 第１回 明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会 

2月～3月 市民アンケート調査 

2月 障害当事者団体へのヒアリング調査 

3月 19日 2018年度 第 2回 明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会 

 

◆2019年度（令和元年度） 

6月 23日 2019年度 第 1回 明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会 

7月 2１ 日 山陽電鉄林崎松江海岸駅周辺のまちあるき点検 

8月 27日 2019年度 第 2回 明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会 

10月 04日 JR西明石駅周辺地区まちあるき点検 

11月 08日 第 3回 明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会 

12月  2日 第 4回 明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会 

1月 21日 第 5回 明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会（予定） 

11月    日 パブリックコメントの実施 

11月    日 第６回 明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度 第 1回 協議会 まちあるき（林崎松江海岸駅周辺地区） 

アンケート調査 
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「明石市交通バリアフリー基本構想」の検証 

平成 14年基本構想に基づく重点整備地区のバリアフリー整備は、2017年(平成 29年)まで

に概ね完了しました。 

一方、2018 年度（平成 30 年度）に行った平成 14 年基本構想の検証では、下表のとおり、成

果と課題が抽出されました。課題としては、準整備地区には継続的に検討されている事項が一部

残っている、バリアフリー法改正による最新基準への適合が必要である、現在のバリアフリー法の

対象となる建築物・公園・駐車場・タクシー等を含めた一体的な取組がなされていない等が挙げ

られました。 

こうした課題を整理しながら、本計画をバリアフリー法に基づく法定計画として策定し、引き続

きバリアフリー化、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【成果】 

○ 重点整備地区の「重点目標」は概ね完了 
・駅のエレベーター設置、駅前広場整備等、駅周辺の 
バリアフリー化が進む 
・歩道（特定経路）のバリアフリー整備は完了 
・行政、事業者ともバリアフリー、ユニバーサルデザインに 
対する各種取組を積極的に推進 

【課題①】 

○ 準整備地区の「整備の基本的な方向性」は 
継続的に検討されている事項が残る 

【課題②】 

○ バリアフリー法改正により移動等円滑化 
基準が拡充。最新基準への適合が必要 

【課題③】 
○ 建築物、公園、駐車場、タクシー等の取組は

構想に記載がなく、各事業者が個別に対応 

【課題④】 

○ 市内には未だにバリアが散見される 
（まちあるき、ヒアリング等の意見） 

【課題⑤】 
○ 基本構想策定後、進捗管理、事業者間連携、

当事者への意見聴取・情報提供等の継続的
な取組が不十分 

引き続き、移動等円滑化の推進に向けた 

取組の継続が必要 

・市全域のユニバーサルデザインの 

まちづくり方針を定める 

 

・事業化の調整がとれた地区は、具体的 

な事業推進に向けて展開 

 

・ハードとソフトの両輪 

 

・バリアフリー法に基づき、各施設、経路 

を一体的に整備 

 

・当事者を含めた幅広い市民の意見を 

踏まえて検討 

 

・行政、事業者、市民が連携して継続的に 

取り組みながら、スパイラルアップを図 

る仕組みの構築 

【「明石市交通バリアフリー基本構想」（2002年（平成 14年））策定の検証】 

【本計画の検討時の留意点】 

バリアフリー法に基づく法定計画として本計画を策定し、 

ユニバーサルデザインのまちづくりを推進 
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基本理念 

 

 

 

 

国連の持続可能な開発目標（SDGs）の理念に基づき、本市は「誰ひとり置き去りにすることな

く助け合うまちづくり」という考えのもと、年齢、性別、能力などに関わらず、すべての人が安心し

て暮らすことができ、また、その持てる能力を最大限に発揮して、自己の存在を誇らしく感じるこ

とができる共生社会の実現を目指します。 

そのために、本計画は、誰もが安心して自分自身で自由に移動できるよう、利用者視点に立っ

た、ユニバーサルデザインのまちづくりを全市的に進めるための方針を示しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事者・市民参画で計画を実行し、スパイラルアップによる持続的な取組 

多くの市民が利用するエリアの重点的・一体的なユニバーサルデザイ
ンのまちづくりにより、地域の特性に応じた連続的な移動環境を段階
的に確保 

 

ユニバーサルデザインのまちづくりの推進により、どこでも、誰でも、
自由に、移動しやすい環境を構築し、すべての市民の外出・交流機
会を創出 

計画に基づく 
具体的な取組の実施 

誰もが「出かけることができる」「出かけたくなるまち」を目指し、 

ユニバーサルデザインの考えに沿って全市域のまちづくりを進め、 

誰も取り残されることのない共生社会を実現します。 

共生社会の実現 

図.本計画の基本理念の考え方 

本市が目指すインクルーシブな社会の方向性 

 誰もが平等である社会を実現するため、障害者等が必要とする支援を受けることができる 

 障害者等を支援される存在としてのみとらえることなく、その自己決定権を尊重し、すべて
の市民が自ら活躍できる存在として、その力がまちづくりによい効果を生み出すために必

要であると理解される 

 必要なときに必要な支援を受けることができ、誰もが心から安心して暮らすことができる 

 誰もが個性を活かし、持てる力を最大限に発揮できる 

「明石市ユニバーサルデザインの 
まちづくり実行計画（仮称）」の基本理念の考え方 

心のバリアフリーを進め、お互いの人権や尊厳を大切にし、支え合
い、誰もが生き生きとした人生を享受できる共生社会を実現 
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基本理念の実現に向けた基本目標 
◆市民・当事者の意見を反映した質の高いユニバーサルデザインの実現 

目標１：利用者視点に立ったユーザビリティの向上 

様々な立場の市民の意見を計画の推進に取り入れるとともに、実際に一緒にまちを歩き、当

事者の不便や困難を共有しながら検討した施策を展開することで、利用者視点に立ったユーザビ

リティの向上に取り組みます。 

目標２：当事者・市民参画による計画の推進 

本計画の実現に向けた取組が効果的に実施されるには、高齢者、身体障害者、知的・精神障害

者（発達障害者を含む）、子育て世代等、様々な立場の市民の積極的な参画により、意見が本計

画に基づく取組に的確に反映されることが必要です。そのため、当事者・市民が参画できる機会

や仕組みを構築し、事業の検証や評価を行いながら、スパイラルアップを図っていきます。 

 

◆計画に記載する取組内容のポイント 

目標３：「ハード」と「ソフト（ハート）」の両輪 

共生社会の実現に向けては、「ユニバーサルデザインのまちづくり」の取組と同時に、人々の意

識や行動に向けて働きかける「心のバリアフリー」を進めることが必要です。 

本計画では、「ハード」施策と「ソフト（ハート）」施策を両輪として、地域福祉、防災、観光等の関

連分野との連携を密に図りながらまちづくりを推進するための取組を定めます。 

目標４：ユニバーサルツーリズムの推進 

市民や、本市を訪れる誰もが安心して外出を楽しむことができるまちを目指すことは、誰もが

安心して暮らすことができるまちづくりにつながります。 

このため、ユニバーサルツーリズムを推進し、支援が必要な人が気軽に外出でき、明石の魅力

的な歴史・文化資源を楽しむことができるよう、関係機関と連携しながら、環境整備や案内機能

の充実を図ります。 

目標５：災害時・緊急時に対応したユニバーサルデザインのまちづくり 

誰もが安全・安心に暮らせる生活環境にするためには、平常時だけでなく災害時・緊急時に対

応したユニバーサルデザインのまちづくりも必要となります。各避難所における施設面のバリアフ

リー化はもとより、避難時でも円滑にコミュニケーションを図ることができるような環境を整えるな

ど、災害時における要配慮者の支援について、ソフト・ハード両面から進めていきます。 

 

◆持続的な計画とするための仕組み 

目標６：地域との連携 

本計画は、バリアフリー法に基づく法定計画として、移動等円滑化促進地区や重点整備地区を設

定しますが、行政や事業者主導の取組だけではなく、地域に根差した団体と連携して地域の実情に

応じたユニバーサルデザインを進めるため、地域発案によるユニバーサルデザインの推進に関する

取組を本計画に位置付けることを検討していきます。 

目標７：計画の継続改善と見直し 

本計画の目標年度を 2024年度（令和 6年度）としますが、定期的な進捗管理を実施するととも

に、まちづくりの進捗状況等にあわせて適宜見直しを行いながら、スパイラルアップを図ります。  
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計画の継続改善と見直し 

本計画の目標年度を 2024 年度（令和 6 年度）とし、計画に基づく取組を進めます。計画の実

施にあたっては、当事者・市民参加のもと、地域・企業等と連携しながら、継続改善によるスパイラ

ルアップを図っていきます。 

 

⑴ 当事者・市民意見の反映 

ユニバーサルデザインのまちづくりを実現するためには、まちのカタチや、取組がすべての市民に

とってユーザビリティの高いものであることが求められます。そのためには、取組の様々な段階で、

当事者・市民の参加を得て、多様な当事者や市民の方の意見を把握し、反映していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 地域との連携 
ユニバーサルデザインのまちづくりに関する取組には、行政や事業者主体の取組だけでなく、地

域団体や市民団体等が当事者・市民主導で、地域の実情に応じ自主的に行われている取組もあり

ます。 

そこで、「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会」において、これらの自主的な地域の

取組状況の情報共有を行うとともに、同協議会参加団体と連携した取組の実施や、当該団体から

の提案を踏まえた取組の実施や本計画の変更等について検討・調整などを行い、地域と連携して、

ユニバーサルデザインのまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴  

 

 

 

  

計画の見直し 

計画段階から意見を把握 

 図.意見を反映したユーザビリティ向上のイメージ 

 

情報共有、関係団体間の連携、 

地域発案による取組、計画変更の検討・調整 

意見を反映して整備 

 

各地域におけるユニバーサル 

デザインのまちづくりの取組 

「明石市ユニバーサルデザインの 
まちづくり協議会」 

○○まちづくり 

協議会 
事業者（民間 

施設含む） 

○○障害者 

団体 

○○小学校 

PTA 

図.地域との連携イメージ 
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⑶ 計画の進捗管理  

計画期間中は、「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり協議会」において当事者参画のもと

で、本計画に基づく取組内容をできる限り明確化しながら、定期的に進捗確認や検証、すぐに解決

が困難な課題解決に向けた検討等を行い、継続的な取組を推進します。 

計画最終年度の 2024 年度（令和 6 年度）には、本計画の検証を行った上で、計画の改定を行

い、継続的なスパイラルアップを図っていきます。 

なお、計画期間中であっても、現在本市において検討中の「（仮称）あかしインクルーシブ条例」の

制定時には、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

図.継続改善と見直しイメージ 

 

2019年度 

(令和元年度) 

計画の検証 

明石市ユニバーサル 
デザインのまちづくり実行計画（仮称） 

スパイラルアップ 
「計画改定→実行→評価→見直し」を継続的に実施 

【最終年度】 

2024年度 

(令和 6年度) 
計画の改定 

明石市ユニバーサル 

デザインのまちづくり協議会 

進捗管理・協議・調整 

（仮称）あかしインクルーシブ 

条例の制定 

2020年度(令和 2年度)予定 

必要に応じて 
実行計画の検証・見直し 
（例：促進地区の追加・事業化検討等）を実施 

必要に応じて見直し 

当事者参画 計画の検証・見直し 
当事者参画による 

進捗管理・意見の反映 

基本構想の策定・改定 

定期的な 
進捗管理 
（毎年実施） 
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1. 全市的なユニバーサルデザインのまちづくりの基本方針 

基本方針の考え方 

基本理念に基づき、市域全体のユニバーサルデザインのまちづくりを進めていくための基本的

な方針を示します。 

市内の物理的なバリアフリー化などのハード整備と、心のバリアフリーを重点的に推進しながら、

外出時に必要不可欠な情報の提供、すべての人が外出を楽しむことができるユニバーサルツー

リズム、災害時・緊急時に対応したユニバーサルデザインのまちづくりを進めます。また、ユニバー

サルデザインの継続的な取組を推進していくため、多様な意見を聞きながら、地域と連携し、適宜

改善を行います。 

 

■基本方針の考え方を自転車に例えると・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

楽しみ・動機 

＝ ユニバーサルツーリズム 

自転車  

＝ ハード整備 
快適な移動を実現
するまちのカタチ 

運転者  

＝ 心のバリアフリー 
一人ひとりがマナーを 
守ると安心な乗り物に 

災害時・緊急時の配慮

（ヘルメット） 
情報提供 
どこに、何があるのか
をわかりやすく 

誰
も
が
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
の
な
い 

共
生
社
会
の
実
現 

意見を反映しながら 

スパイラルアップ 

「出かけたくなるまち」の実現で、外出機会、社会参加の一歩を踏み出す機会を創出 

第２編 全市的にユニバーサルデザインのまちづくりを進めるための方針（マスタープラン） 
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当事者・市民の意見を反映したユニバーサルデザインのまちづくり 

本計画に基づき全市的にユニバーサルデザインの取組をハード、ソフトともに進めるにあたって

は、取組の実施者が、様々な利用者特性があることを理解し、多様な当事者・市民の意見を反映

する機会を設ける、市民、地域、企業等と協働・連携するなどにより、ユーザビリティの向上による

質の高いユニバーサルデザインのまちづくりを進めます。 

 

⑴  利用者意見を反映する仕組みの構築 

ユニバーサルデザインのまちづくりの取組を進めるにあたっては、計画段階等において、多様

な当事者や市民・地域等が参加する現地点検やヒアリング等を通じて、ユーザビリティの向上に

むけた意見を聴取し、反映していきます。 

 

⑵  「あかしユニバーサルモニター制度」を活用した取組の支援 

「あかしユニバーサルモニター制度*」を活用し、バリアフリー環境や情報アクセシビリティ、ソフ

ト対策等の充実に関する意見を施設の管理・運営や取組に生かす仕組みを構築し、活用していき

ます。 

 

 

 

 

⑶  当事者や市民の意見を踏まえたハード整備の推進 

ハード整備にあたっては、計画・設計・施工の各段階において、当事者や市民の意見を反映し

ながら実施し、整備後も必要に応じて意見を踏まえて改善するなど、ユーザビリティの向上を実

現していきます。 

 

①市の施設整備への利用者意見の反映 

市が施工する施設整備について、「あかしユニバーサルモニター制度」等を活用しながら計

画・設計段階において多様な利用者と現地や計画内容の確認を行い、聴取した意見を整備内

容に反映するための仕組みを構築し、活用していきます。 

 

②兵庫県「チェック＆アドバイス制度」の活用 

兵庫県福祉のまちづくり条例に基づき、多数の方が利用する施設について、県が登録する

「福祉のまちづくりアドバイザー」が利用者・専門家の視点から点検・助言を実施する「チェック

＆アドバイス制度」を活用し、市内の建築物のバリアフリー化を進めていきます。 

 

⑷ ユニバーサルデザインのまちづくりの担い手の育成 

多様な当事者・市民の意見を反映しながらユニバーサルデザインのまちづくりを推進するため

には、関係する行政・市民や当事者、事業者等が、バリアフリーの取組の企画、提案や助言、指

導を的確に行うことができるスキルを身に着けることが重要です。本計画に基づく取組の実施や、

本計画の進捗管理、検証作業等を通じて、関係者のスキルアップを図っていきます。 

 

①当事者リーダーの育成 

当事者参画による取組を推進するため、障害者等の当事者が取組に参画し、様々な場面にお

いて、自らの言葉で積極的に発言することを通じて、地域社会のリーダーとなるための育成方策

について検討します。  

 

*「あかしユニバーサルモニター制度」 

障害当事者等が、日常生活において気付いた点を、市が主催する意見交換会等で意見として提

案し、いただいた意見をまちづくりに反映する制度 
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②バリアフリー整備の専門家の育成 

建築物や歩道等のバリアフリー整備にあたっては、基準が設定されており、各種ガイドライン

も発行されています。これらの基準の遵守はもとより、基準への適合義務がない小規模店舗で

の望ましい改修方策や小規模な改修による効果的な対策等に関する知識・技術を習得するた

め、専門家を対象にした育成プログラムの導入を検討します｡ 

 

③支援者の育成 

地域福祉の担い手となるボランティアへの支援活動や、手話通訳者・要約筆記者養成講座の

開催等による支援者の育成を継続していきます。 
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安全・安心なまちを支える都市基盤整備 

ユニバーサルデザインのまちづくりの推進にあたり、移動環境を構築する基盤となる公共交通、

道路、横断歩道・信号、建築物、路外駐車場、都市公園等の整備方針について示します。 

安全・安心なまちを支える都市基盤整備の推進にあたっては、バリアフリー基準の適合に向け

た取組を全市的に進めるとともに、施設整備の計画・設計段階において、障害当事者等の多様な

利用者の意見を反映するための仕組みや、利用者の意見を施設の管理・運営に生かす仕組みを

構築・活用しながら取り組んでいきます。 

 

⑴  公共交通（鉄道・バス・タクシー・旅客船） 

誰もが移動しやすい切れ目のない交通体系の構築、高齢者、障害者等の安全・円滑な移動の

確保、バリアフリー化された車両等の普及、乗務員の接遇向上や適切な情報提供等による利用

者の利便性向上等に向けた取組を進めます。 

 

①誰もが移動しやすい交通体系の構築 

現在、鉄道、路線バス、コミュニティバス（Tacoバス）、タクシー、旅客船により地域内の移動

を確保しています。バス路線の再編や次世代モビリティ、新技術の活用も視野に入れ、各種交

通手段の適切な役割分担により、すべての市民が安全で円滑に移動しやすい交通体系を構築

していきます。 

 

②旅客施設の移動等円滑化 

市内にある鉄道駅 18 駅（播磨町内に立地する JR 土山駅も含む）のうち、バリアフリー化が

求められている 1日あたりの乗降客数が 3,000人以上の 12駅について、移動等円滑化経路

の最短化・複数化を目指します。また、1日あたりの乗降客数が 3,000人以下の駅や旅客線タ

ーミナルについても、可能な範囲でバリアフリー化を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ホーム上での安全対策の実施 

駅ホームからの転落を防止するため、鉄道事業者と連携し、市内すべての駅で内方線付き

点状ブロックを設置しています。ホームドアの設置については、ＪＲ明石駅とＪＲ西明石駅への早

期設置を目指します。 

また、駅における安全性向上に向けた取組やソフト面での取組の充実等について、事業者と

の調整を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

橋上化によりバリアフリー化を実施(JR魚住駅) バリアフリーに配慮した新駅(山陽西二見駅) 

JR西明石駅のホームの現況 ホームドア設置イメージ 

内方線付き点状ブロック 
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④ユニバーサルデザインに配慮した車両の導入 

誰もが移動しやすい環境を整備するために、乗降負担の少ないノンステップバスや、 ユニ

バーサルデザインタクシーを積極的に導入していきます。 

また車両の導入にあわせて、ユニバーサルデザインタクシー用の乗降場の整備、乗降しやす

いバス停留場に向けた歩道の改修、職員の接遇向上を図るなど、利用しやすい環境整備を進

めます。 

 

 

 

 

⑤利用者の利便性向上に向けた工夫 

旅客施設の大規模改修時には、当事者参画による「まちあるき」を実施してバリアフリーチェ

ックを行うなど、ユーザビリティの向上を図ります。 

また、駅・バスターミナル等における案内サインや移動経路を改善し、利用者の利便性向上

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥運行情報の速やかな提供 

事故や悪天候等による運休・遅延が発生した際に、視覚障害者や聴覚障害者等、多様な利

用者に配慮した速やかな情報提供に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦職員のバリアフリー教育・研修の継続実施 

交通事業者の職員を対象にしたバリアフリー教育や研修を継続的に実施し、障害者等への

理解促進と接遇スキルの向上を図っていきます。 

列車運行アプリ（JR西日本） ホームページでの運行情報の提供（山陽電鉄） 

ノンステップバス（Tacoバス） ユニバーサルデザインタクシー 

駅構内トイレに大型ベッドを設置（JR西明石駅） 音声付構内案内図（山陽電鉄江井ヶ島駅） 
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⑵  道路／横断歩道・信号 

ユニバーサルデザインの考えに基づき、高齢者や障害者をはじめ、すべての歩行者が安全で

快適に通行できるよう、道路のバリアフリー化等による安全・安心な歩行空間の確保、案内標識

の充実や休みながら歩ける休憩施設の整備等による快適性の向上に努めます。あわせて、移動

時のバリアとなる違法駐車や放置自転車等の防止に向けた利用者への意識啓発等を進めます。 

 

①すべての人にやさしい道づくり 

本計画に位置付けられる生活関連経路は、歩道の波打ち解消、段差・勾配の改修、視覚障害

者誘導用ブロック（以下「点字ブロック」という。）の設置などにより、連続したバリアフリー経路

を整備するとともに、生活関連経路以外の道路についても、地域の課題やニーズなどを踏ま

え、重要度や緊急性を評価・優先順位付けし、バリアフリー化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②歩行環境の整備 

すべての利用者が快適に歩ける空間を確保するため、助け合い意識を喚起するような標識

の設置、ベンチなどの休憩施設の整備等により、公共空間としての歩道の機能向上を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③横断歩道のユニバーサル化の検討 

横断歩道、音響式信号機、視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）の設置を含め

た交差点の安全な横断方策について、障害者や地域住民の意見等を踏まえながら検討し、必

要な整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベンチの設置 助け合い意識を喚起するような標識の設置 

バリアフリー化された歩道 

音響式信号機の設置 エスコートゾーンの設置 

音響式信号機 

歩道の波打ち解消・段差の緩和 
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④安全・安心な歩行空間の確保 

地域や学校等との協働・連携を図りながら、通学路、生活道路等において、安全・安心な歩行

空間を確保していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤交通結節点のユニバーサルデザインの推進 

鉄道からバス、バスからバスなどの乗り換えや乗り継ぎが円滑に行えるよう、駅前広場やバ

スターミナルのユニバーサルデザインに配慮した整備・改修を行います。 

また、目的地へ円滑に移動できるよう、利用者の視点に立った案内表示に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥自転車利用環境の向上による自転車と歩行者の共存 

自転車と歩行者が共存できる安全な自転車の通行空間・歩行空間の整備を進めるとともに、

自転車交通安全教室や放置自転車対策を行うなど、ハード・ソフトの両面から自転車利用環境

の向上を推進し、自転車と歩行者が共に通行しやすい環境整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦道路の維持管理の継続 

道路の安全性を向上するため、道路の陥没などの危険な箇所や街路灯の球切れ・破損、歩

道上の植栽の繁茂等については、市民・道路モニターからの通報や、日常パトロール等を踏ま

え、速やかな対応を行います。 

 

⑧安全な歩行空間を阻害する行為への対策 

路上駐車、路上での荷捌き、歩道上への商品のはみ出し等が移動時のバリアになるため、適

正な道路使用ルールの指導・啓発を継続して進めていきます。 

速度制限による歩行者優先の道路整備 通学路のグリーン舗装 

 

駅前広場（明石駅） 点字・音声案内 

自転車交通安全教室 自転車専用通行帯の整備 
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⑶  旅客施設と道路（駅前広場）の連続性の確保：届出制度 

多くの人が利用する駅をはじめ、旅客施設に接続する駅前広場や道路は、特に移動の連続性

に配慮することが必要です。 

バリアフリー法（第 24 条の 6）の規定に基づき、公共交通事業者等又は道路管理者は、促進

地区内において、旅客施設や道路の改良等であって、他の施設と接する部分の構造の変更等を

行う場合には、当該行為に着手する 30 日前までに市に届け出ることが必要です。この届出があ

った場合に市は、促進地区のバリアフリー化を図る上で、支障があると認めるときは、届出に係る

行為の変更等の必要な措置を要請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆届出制度の対象の指定 

【駅・旅客船乗り場と道路（駅前広場）の改良等にあたっての届出が必要な駅及びその周辺】 

 

【駅間の乗継ぎの配慮が必要な駅及びその周辺】 

 

 

 

 

 

地区名 旅客施設 道路 届出の対象範囲 

ＪＲ朝霧駅 

周辺地区 
ＪＲ朝霧駅 朝霧 165号線 鉄道駅施設との連続性確保 

ＪＲ明石駅 

山陽明石駅 

周辺地区 

ＪＲ明石駅（北） 大明石 1号線 駅前広場（ロータリー）との連続性確保 

ＪＲ明石駅（南） 明石中央 66号線 駅前広場（ロータリー）との連続性確保 

山陽明石駅 明石中央 66号線 駅前広場（ロータリー）との連続性確保 

淡路行旅客船乗り場 明石中央 40号線 旅客船乗り場との連続性確保 

JR西明石駅 

周辺地区 

西明石東口（北） 西明石 29号線 駅前広場（ロータリー）との連続性確保 

西明石東口（南） 西明石 78号線 鉄道駅施設との連続性確保 

ＪＲ大久保駅 

周辺地区 

ＪＲ大久保駅（北） 大久保 436号線 鉄道駅施設との連続性確保 

ＪＲ大久保駅（南） 大久保 437号線 鉄道駅施設との連続性確保 

ＪＲ魚住駅 

周辺地区 

ＪＲ魚住駅（北） 魚住１２４号線 駅前広場（ロータリー）との連続性確保 

ＪＲ魚住駅（南） 魚住４６２号線 駅前広場（ロータリー）との連続性確保 

山陽電鉄西新

町駅周辺地区 
山陽電鉄西新町駅(北) 林船上 2号線 鉄道駅施設との連続性確保 

山陽電鉄林崎

松江海岸駅周

辺地区 

山陽電鉄林崎松江海岸駅

(北) 
林船上 43号線 鉄道駅施設との連続性確保 

山陽電鉄中八

木駅周辺地区 
山陽電鉄中八木駅(南) 県道明石高砂線 鉄道駅施設との連続性確保 

山陽電鉄東二

見駅周辺地区 

山陽電鉄東二見駅（北） 二見２０７号線 鉄道駅施設との連続性確保 

山陽電鉄東二見駅(南) 県道明石高砂線 鉄道駅施設との連続性確保 

山陽電鉄西二

見駅周辺地区 

山陽電鉄西二見駅（北） 二見１５０号線 鉄道駅施設との連続性確保 

山陽電鉄西二見駅（南） 二見 186号線 鉄道駅施設との連続性確保 

旅客施設 届出の対象範囲 

ＪＲ明石駅・山陽明石駅 鉄道駅相互間のバリアフリー経路 

JR西明石駅 在来線-新幹線間のバリアフリー経路 

 

改
修
等
の
計
画 

届

出 

工

事

着

手 

計
画
の
変
更 

必
要
な
措

置
の
要
請 

支障あり 

工事着手の 30日前まで 

支障なし 
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⑷ 建築物／路外駐車場／都市公園 

公共施設、小規模な飲食店、商店、事業所等市内の様々な施設について、安全で円滑な経路

の確保、障害者や子育て世代等の利用にも配慮したトイレや駐車場の設置、施設利用に関連した

わかりやすい情報提供等に努めます。 

 

①学校等の公共施設のバリアフリー化の促進 

市役所や学校をはじめとする公共施設については、多様な利用者が来訪するため、きめ細

かく利用者の特性に配慮し、一層のバリアフリー化を推進します。 

このうち、災害時等に避難所となる学校や、地域活動等の拠点となるコミュニティ・センター

等の施設については、地域の実情に応じた整備・改修を順次進めるとともに、コミュニケーショ

ンツールの設置といった情報提供の充実を図ります。特に学校については、地域コミュニティの

拠点に位置付けられ、文化・スポーツをはじめとした活動も行われていることから、誰もが利用

しやすく、より地域に開かれた学校を目指した、環境の整備を進めていきます。 

 

②民間施設のユニバーサルデザイン化をできるところから実現 

・合理的配慮の提供を支援する公的助成制度 

本市では、商業者や地域の団体が障害のある人に必要な合理的    

配慮を提供するためにかかる費用（簡易スロープや手すりなどの工事 

費用）を助成しています。本制度を活用し、小規模店舗を含めた市内 

すべての建築物のバリアフリー化を進めていきます。 

 

③誰もが快適に利用できるトイレ整備の推進 

誰もが快適に利用できるトイレを確保することは、すべての人が参加・参画できる社会を実現

するための重要な事項の一つです。利用者の特性や利用者数を踏まえた適切な整備、同一フ

ロアでの分散や上下階での役割分担など、施設全体を活用したトイレ機能の分散の考え方を

公共施設で推進するとともに、民間事業者にも整備を求めていきます。 

 

④ユニバーサルデザインに配慮した駐車スペース整備の推進 

車いす使用者等の歩行が困難な方は、自動車での移動も多く、車いす用リフト付き車両から

の乗降等をスムーズに行うため、十分な幅員や奥行が確保された駐車スペースが必要です。そ

のような駐車スペースを公共施設で確保するとともに、駐車場の新設・改築を行おうとする事

業者に対して、歩行が困難な方のための駐車スペースの出入口付近への設置、幅員・奥行きの

確保等について、指導・周知を図ります。 

 

・兵庫ゆずりあい駐車場 

公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテル等に設置されている、 

歩行が困難な方のための駐車スペースを適正に利用していただく 

ため、兵庫県が県内共通の利用証を交付する制度です。 

本市でも、本制度の推進を継続して行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

制度を活用したスロープの設置 
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⑤ユニバーサルデザインに配慮した公園整備の推進 

子どもや高齢者、障害者等の多様な市民の誰もが憩いや安らぎを感じながら円滑に公園を

利用することができるよう、主要な出入口や園路のバリアフリー化、施設やバリアフリー化され

た移動経路等のわかりやすい案内表示、トイレの改修等、ユニバーサルデザインに配慮した公

園整備を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥施設出入口と歩道とのバリアフリーの連続性の確保 

施設内のバリアフリー化に比べて、施設出入口と歩道とのバリアフリーの連続性が確保され

ていないことがあることから、誰もが安心して移動できるよう、関係者間で連携してバリアフリ

ーの連続性を確保していきます。 

  

公園内の多目的トイレ（明石公園） 当事者の意見を踏まえてバリアフリー化 
した公園の出入口（石ケ谷公園） 
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心のバリアフリーの推進 

共生社会の実現に向けては、ユニバーサルデザインのまちづくりを進めると同時に、様々な心

身の特性や考え方を持つすべての人が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え

あう「心のバリアフリー」を進めることが重要です。 

このため、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であること（障害の社会モ

デル）の理解や障害者及びその家族への差別の解消はもとより、多様な他者とコミュニケーション

を取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うための「心のバリア

フリー」の取組を推進していきます。 
 

⑴ 市民の理解を深めるための啓発活動の推進 

社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという考え方に基づき、障害等を理由とする差別

の解消や合理的配慮の提供など、「心のバリアフリー」をすべての市民が理解し、それを自らの意

識に反映させ、具体的な行動につなげていくための啓発活動を行います。 
 

①多様な市民が交流するイベント等の開催 

障害当事者等も含めた多様な市民が共に参加し、楽しむことができるイベント等の交流の機

会を設け、様々な障害への理解を深めるとともに、市民の交流やまちの賑わいを創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②講演会やフォーラム等の開催 

市民がユニバーサルデザインや障害特性について学び、これからのまちづくりについて自主

的に考え、行動するための気づきの場を提供するため、講演会やフォーラム等を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ヘルプマーク・ヘルプカードの普及促進 

外見からは支援を必要としていることがわかりにくい 

   人や、支援してほしいことを伝えるのが難しい人に対し 

て、声かけや支援を行いやすくするためのきっかけとな 

るヘルプマーク*1やヘルプカード*2を普及促進します。 

 

 

 

 

 

 

ヘルプマーク ヘルプカード 

＊１「ヘルプマーク」 
援助や配慮を必要としていることが外見では分からない人々が、周りに配慮を必要なことを知らせるこ

とで、援助を得やすくなるよう、作成されたマークです。 
＊2「ヘルプカード」 
援助や配慮を必要とする人が、いざというときに必要な支援を周囲の人にお願いするため、かかりつけ

病院、自分の症状や緊急連絡先などを記入するカードです。持ち歩くことで、災害時や緊急時など、周囲
の人に手助けを求めたいときに役立ちます。 

ユニバーサルフットサル アートシップ明石（障害当事者の作品展示） 

あかしユニバーサル交流会（フォーラム・パネルディスカッション） 
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⑵ 実際の行動につなげるための気付きの機会の創出 

障害のある人の尊厳を大切にした合理的配慮を行うことができる力や、障害特性に応じてコミ

ュニケーションを図るスキルの習得を促進し、障害のある人との交流する機会を創出する取組を

行います。 

 

①次世代を担う子供たちへの交流・体験の機会の創出 

小学校で、障害者や高齢者との交流を図りながら、疑似体験、介助体験を行い、交通分野の

バリアフリーについて理解を深める「バリアフリー教室」を開催するとともに、手話体験教室、パ

ラリンピック種目の体験などを通じて児童の障害理解の促進を図ります。 

また、学校教職員に対しても、障害当事者とフィールドワークへの参加やユニバーサルマナー

検定の受講等を促進し、合理的配慮への理解を深めます。 

 

②心のバリアフリーの普及促進 

「市が進める共生社会のまちづくり」、「障害者への配慮」、「簡単な手話表現」など、市職員が

地域に出向き、わかりやすく伝える出前講座などを実施します。  

 

③多様な人々の特徴や接し方の理解促進 

本市ではこれまで、市職員、民間事業者、高校生等を対象に、障害者や高齢者など、多様な

人々の特徴を理解し、接し方や配慮を身につけるため、「ユニバーサルマナー検定」受講の機会

を提供してきました。より多くの方々に理解が広がるよう、対象者を検討しながら、今後も受講

機会を提供していきます。 

また、民間事業者の「ユニバーサルマナー検定」受講の機会を増やし、利用者がまちを楽しむ

ことができる接遇スキルの向上を図ります。 

 
 

 

 

 

 

  

特別授業「I'm POSSIBLE」プログラム 手話体験教室 

バリアフリー体験教室 
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ユニバーサルデザインのまちづくりに必要な情報提供 

まちを移動する際に必要な情報を受け取り、理解し、自らの思いを伝えるという各段階に、障害

のある人がいることを理解したうえで、すべての市民に必要な情報が伝わることの重要性を認識し、

それが確保されるような取組を進めていきます。 

なお、情報の収集・提供にあたっては、収集した情報の蓄積や更新のシステムについても留意し、

正しい情報が持続的に提供されるよう配慮します。 

 

⑴  バリアフリーマップの作成・活用 

高齢者や障害者、子育て世代など、多様な方がまちを移動する際に必要な情報を把握しやすく

し、外出機会を増やすこと目的に、バリアフリー化された施設や経路等のバリアフリー情報が一目

で分かる地図（バリアフリーマップ）の作成とその普及に努めます。作成に当たっては、各施設の

利用者や施設管理者の意見を踏まえながら、使いやすく更新しやすいものとなるように配慮しま

す。 

市がマップを作成する場合には、バリアフリー法の規定に基づき、旅客施設や道路等の管理者

から、バリアフリーの状況に関する情報提供を受けながら進めます＊。 

また、民間や地域によるバリアフリーマップの作成・情報発信を促進し、その普及に努めます。 

マップ作成後も、マップ掲載内容の更新や追加情報の収集が継続的に行えるような体制の構

築を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【バリアフリーマップで掲載する内容の例】 

◆施設の情報：バリアフリー経路・出入口の状況・トイレ（多目的トイレ・オストメイト・大型ベッド等の有無） 等 

◆経路の情報：点字ブロックの敷設状況・音響信号の位置・急こう配や幅員が狭い等の危険区間の明示 等 

◆そ の 他：店舗等のバリアフリー配慮の好事例 等 

 

＊各施設の管理者等は、バリアフリーの状況について、市町村の求めに応じて、旅客施設及び道路

については情報提供しなければならない旨を、建築物、路外駐車場、公園については情報提供に

努めなければならない旨がバリアフリー法（第24条）に規定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

明石駅周辺のバリアフリーマップ(2019年作成) 3商業施設が作成したトイレマップ(2018年作成) 
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⑵ 多様なコミュニケーション手段の普及・促進 

障害のある人もない人も分け隔てられることなく理解しあい、一人ひとりの尊厳を大切にしあう

共生のまちづくりを推進するため、手話言語や要約筆記、点字、音訳等の障害の特性に応じたコ

ミュニケーション手段の利用を推進します。 

公共施設においては、利用者ニーズに対応した情報提供を行うとともに、民間施設においても、

チラシ等の点字訳や音訳、コミュニケーションボードの設置等に要する費用を助成する合理的配

慮の提供を支援する公的助成制度」を活用し、民間事業者によるコミュニケーションツールの設

置等を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    タブレット端末を使った遠隔手話通訳サービス    手話対応型公衆電話ボックス（手話フォン）の設置 

 

⑶ イベント時の情報提供への配慮 

県や市が開催するイベントでは、手話通訳や要約筆記、点字資料の配布等の情報提供に対す

る配慮を引き続き継続していきます。また、民間団体等が開催するイベントにおいても情報保障

への配慮が行われるよう、啓発や手話通訳者・要約筆記者の配置に対する助成等を進めます。 

 

⑷ 市内のバリアフリーの取組事例の紹介 

「合理的配慮の提供を支援する公的助成制度」の取組事例の紹介などによる市民への周知を

行いながら、市内の優良事例を紹介する取組を実施していきます。 

 

⑸ 誰でもわかりやすい案内表示の充実 

まちを移動する際に目的の場所へ円滑に移動できるよう、利用者の視点に立った案内表示に

取り組みます。色弱の人にも配慮した配色、高齢者、知的・精神障害者（発達障害者を含む）にも

わかりやすいピクトグラムの積極的な活用やシンプルなデザインの配慮、外国人に対応した多言

語表示などの案内表示を充実させます。 

 

⑹ 点字ブロックや音声案内による誘導案内の充実 

歩道、鉄道駅、公共施設の出入口等に設置している点字ブロックについては、利用する当事者

の視点に立って点検し、特に利用頻度の高い経路では連続性を確保するなど、より安全で円滑な

移動ができるよう整備を進めます。あわせて、音声案内や点字の併用などを検討します。 

 

⑺ 工事の案内への配慮 

工事のため、日ごろ通い慣れた道路の使い勝手が変わり、歩きにくいことや不便を感じること

があります。また、工事による少しの変化でも、高齢者や障害者等にとっては、大きな負担となる

恐れがあります。そこで、歩行者の安心感を高めるため、工事情報の提供については、各事業者

による適切な情報提供の仕組みづくりの検討を進めます。 
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ユニバーサルツーリズムの推進 

本市が進める「やさしいまちづくり」の一環として、高齢者や障害者など、外出の際に支援が必

要な人やその家族などが外出先で抱える不安や困りごとに応じることができる環境を整えること

により、障害の有無や年齢、性別、国籍等にかかわらず、明石で暮らす人や明石に訪れる人の誰

もが安心して外出し、明石の魅力ある食・文化・歴史などを五感で楽しめることができる「ユニバ

ーサルツーリズム」の取組を推進し、広くその取組を発信していきます。 

 

⑴  明石の魅力を五感で楽しむ環境づくり  

明石で暮らす人や明石に訪れる人の誰もが安心して外出し、明石の魅力ある食・文化・歴史な

どを五感で楽しむことができる環境づくりに取り組んでいきます。 

そのため、関係者と協力しながら、公園、文化施設、小規模な飲食店を含めた民間施設等、多く

の人が訪れる施設のバリアフリー化、「ユニバーサルマナー検定」の受講等による接遇スキルの向

上、イベント時の情報提供への配慮など、まち全体での合理的配慮の提供に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 「（仮称）ユニバーサルツーリズムセンター」の活用 

明石駅前において 2019 年度中に供用予定の「（仮称）ユニバーサルツーリズムセンター」を拠

点として、「ユニバーサルツーリズム」を推進していきます。 

同センター内の観光案内所においては、車いすの方も利用しやすいカウンターを設け、ユニバ

ーサルツーリズム情報等を提供します。また、多様な利用者の問い合わせやニーズに対応できる

よう、関係機関との連携により、スタッフの接遇の向上、提供する情報の拡充等、案内機能の充実

を図ります。 

 

⑶ 当事者のニーズに応じた観光情報等の提供 

誰もが安心して観光を楽しむことができるよう、身体や障害の状況に応じた観光ルートの設定、

手話通訳や要約筆記者の同行等、観光客一人ひとりの状況に配慮した観光ガイドや目的地まで

の誘導支援の充実を目指します。 

また、モニターツアーを開催するなど、関係機関と連携して当事者視点によるユニバーサル観

光資源の発掘・活用に取り組むとともに、観光施設や店舗等のバリアフリー情報の収集を行い、

ホームページへの掲載、観光案内所における提供等による情報発信を行います。 

 

⑷  推進体制の整備 

ユニバーサルツーリズムを当事者視点で推進していくため、行政、市民、民間事業者、市内外

の関係団体等の幅広い関係者と協力し、当事者の参画を得ながら、ユニバーサルツーリズムの

推進に携わる体制を構築します。 

触れることで大きさや形を学べる模型や、点字・点図を使った天文教具などを展示（天文科学館） 

宇宙を観測する望遠鏡の模型 
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災害時・緊急時に対応したユニバーサルデザインのまちづくり 

大規模災害時や、事故等の緊急時に、情報の入手や避難等について配慮や支援が必要な高

齢者、障害者等が安全かつ速やかに避難できるよう、地域や民間事業者とも連携して、平常時だ

けでなく災害時・緊急時に対応したバリアフリー化方策も進めていきます。 

 

⑴  当事者参画と支え合いによる地域防災ネットワークづくり 

災害時に、地域において適切な対応がとれるよう、当事者参画と地域の支え合いによる防災ネ

ットワークづくりを行政、地域、事業者等が連携して推進します。 

そのため、地域における日頃からの人間関係づくりや、災害時要配慮者も参画した現地確認、

防災訓練等の実施を通じて、地域の特性に応じた防災計画の策定や、避難時に危険な場所の改

善等を推進します。 

 

⑵  避難計画作成の推進 

本市では、災害時要配慮者を把握し、市と地域等で情報共有を図るため、災害時要配慮者を

登録した避難行動要支援者名簿を作成しています。地域において、同名簿を活用し、一人ひとり

の特性に応じた避難支援を定めた個別支援計画を作成することを推進します。 

 

⑶  災害時要配慮者を考慮した避難所の確保 

民間施設の福祉避難所への活用や、災害時要配慮者に対応した避難所体制の構築等、地域

や民間事業者とも連携しながら、災害時要配慮者を考慮した避難所の確保に努めます。 

 

⑷  ハザードマップの普及 

高齢者、視覚障害者等にも配慮した配色やピクトグラムを活用した分かりやすいハザードマッ

プを市内全戸に配布するとともに、音訳を行い、すべての市民に、災害リスクについて周知します。 

 

⑸  避難所のバリアフリー化の推進 

地域の身近な避難所となる小中学校等では、トイレの洋式化・バリアフリー化、エレベーターの

設置等を進めます。 

また、災害時にはコミュニケーション支援ボードの活用等によって、要配慮者との意思疎通の強

化を図ります。 

 

⑹  民間住宅の耐震化の促進 

地震に備えた住宅の耐震化を促進するため、住宅の無料の簡易耐震診断や、建替・改修工事

等に対する支援を継続して行い、安全・安心なまちづくりを推進します。 

 

⑺  非常時や災害時に備えた道路の安全性や防災性の向上 

発災後の道路ネットワークの確保、道路の耐震化、狭あい道路の整備、主たる避難経路になる

通学路の安全性向上等、もしもの時に備える道づくりを進めます。 
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2. ユニバーサルデザインのまちづくり推進モデル地域 
本市においては、小学校区ごとに設置されたまちづくり協議会を中心として地域活動が行われて

おり、協議会の中には、当該協議会を中心に、地域主導でユニバーサルデザインのまちづくりに取

り組んでいる地域もあります。そこで、市独自の取組として、地域単位でユニバーサルデザインのま

ちづくりを積極的に実践している地域を、「ユニバーサルデザインのまちづくり推進モデル地域（以

下、「モデル地域」という。）」に指定し、当該地域の取組を後押しするとともに、その取組を市域全体

の取組につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【モデル地域の指定の考え方】 

・ まちづくり協議会が作成した事業計画に基づきユニバーサルデザインの取組を積極的に実施

している地域 

 

【想定される取組】 

① 現地調査（まちあるき）の実施によるバリアフリーチェック 

② バリアフリーマップの作成 

③ 当事者も参画した避難訓練の実施 

④ 地域のイベントにおける「心のバリアフリー」啓発活動 

⑤ 本実行計画に対する提案                       など 

 

【本実行計画との関係】 

モデル地域として設定された地域の活動状況等について、必要に応じて協議会において、情報

共有を行い、同協議会参加団体と連携した取組の実施や、他地域への展開につなげていきます。

また、個別対応が可能な課題については、関係機関と調整のうえ、適宜対応します。 

地域主体で作成したユニバーサルデザインのまちづくりの提案や、モデル地域から移動等円滑

化促進地区や重点整備地区の設定・変更など、本実行計画の変更に関する提案がなされた場合

には、検討・調整を行います。 

 

（例）地域によるバリアフリーチェック（江井島まちづくり協議会・松が丘まちづくり協議会） 

移動等円滑化促進地区 
の設定・変更 

重点整備地区の設定・変更 

協議会との連携・情報共有 
・参加団体との連携（当事者参画の避難訓練等） 

・情報共有（マップ公表等） 

ユニバーサルデザインの 
まちづくり実行計画への提案 

地域発案による取組 
・バリアフリーチェックを踏まえた課題の改善 

・「心のバリアフリー」啓発活動 

ユニバーサルデザインのまちづくり推進モデル地域 
 

図.ユニバーサルデザインのまちづくり推進モデル地域のイメージ 

 他地域への展開 
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3. バリアフリー化の優先的な促進が必要な地区(移動等円滑化促進地区)の設定 

バリアフリー法に基づき、バリアフリー化の優先的な促進が必要な地区を「移動等円滑化促進

地区（以下、「促進地区」という。）」として設定し、当該地区の取組を段階的に全市に波及させて

いきます。 

なお、促進地区のうち、整備の優先順位を考慮しながら、鉄道駅や道路のバリアフリー化事業な

ど個別のハード事業の具体の調整が可能な地区を「重点整備地区」として指定し、具体的な事業

の取組内容を「第３編（基本構想）」に記載します。 

 

地区設定の考え方 

バリアフリー化を優先的に進めていく地区の設定にあたっては、第１編「2.5基本理念の実現に

向けた基本目標」を踏まえ、以下の考え方に基づき、当事者・市民参画による利用者視点に立っ

たユーザビリティ向上の観点から設定します。 

 

①多くの当事者・市民が利用し、バリアフリー化の効果を高める地区の設定 

鉄道駅や福祉施設、大規模商業施設や病院など、多くの高齢者・障害者等が利用する施設

が複数立地する地域や、総合的な都市機能の増進を図るうえで重要な拠点として上位計画等

で位置づけられた地域など、面的なバリアフリー化が必要である地区を促進地区として設定し

ます。 

 

②地域発案による地区設定－まちづくり協議会との連携－ 

「ユニバーサルデザインのまちづくり推進モデル地域」等、地域においてユニバーサルデザイ

ンに関わるまちづくり活動が活発化し、地域のニーズが高まり、地域からの発案による促進地

区の設定や範囲・内容についての見直しの提案が行われた地区を促進地区として設定すること

を検討します。 

 

③まちや社会の変化に応じた計画の見直し 

本計画は、まちづくりの進展や移動環境の変化、法令改正や基準の改定などを踏まえ、当事

者、市民の意見に応じて、本計画の検証・改定を継続的に行っていきます。また、促進地区の設

定においても、まちや社会の状況に応じて、適宜、地区の設定やその範囲・内容について見直し

を検討します。 

 

「移動等円滑化促進地区」の設定 

本市は東西に長い地理的特性を有し、その東西を鉄道が横断しています。居住者や鉄道利

用者が多く集まる鉄道駅周辺には、駅を結節点としてバス路線が形成されている、公共施設や

商業等サービス機能が集まっていることなどから、駅周辺が市民等の暮らしの中心となってい

ます。本市の都市計画マスタープランにおいては、主要な鉄道駅を核とした集約型の都市の将

来像が示されています。 

また、平成 14年基本構想でも、鉄道駅を中心とした地区が設定されましたが、道路と建築物

の経路が連続的に確保されていない、鉄道駅周辺は整備が進んだが、その周辺のバリアフリー

整備が未対応といった課題も明らかになっており、鉄道駅周辺のバリアフリー化を推進する必

要性が高い状況です。 

こうした本市の状況や３．１の考え方を踏まえ、以下の方針により、まずは多くの人が利用する

駅の周辺地区から促進地区を設定しますが、地域からの発案があった地区や、駅周辺以外で

生活拠点が形成されている地区についても、促進地区としての設定を検討します。 
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■ 移動等円滑化促進地区（11地区） 

① JR朝霧駅 周辺地区 ⑦ 山陽電鉄 西新町駅 周辺地区 

② JR明石駅・山陽電鉄山陽明石駅周辺地区 ⑧ 山陽電鉄 林崎松江海岸駅 周辺地区 

③ JR西明石駅 周辺地区 ⑨ 山陽電鉄 中八木駅 周辺地区 

④ JR大久保駅 周辺地区 ⑩ 山陽電鉄 東二見駅 周辺地区 

⑤ JR魚住駅 周辺地区 ⑪ 山陽電鉄 西二見駅 周辺地区 

⑥ JR土山駅 周辺地区  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【移動等円滑化促進地区の設定要件】（バリアフリー法、国のガイドラインから） 

① 高齢者・障害者等が、日常生活等で常に利用する施設が複数立地すること 

② これらの施設が徒歩圏内（概ね 4km2）に集積し、施設間の移動が徒歩であること 

③ バリアフリー化を促進することが、総合的な都市機能の増進を図るうえで有効かつ適切であること 

 

 

【促進地区の設定方針】 

① 多くの市民や来訪者が利用する駅（乗降者数の多い駅から優先して設定）の周辺地区で、当
該駅から徒歩圏（概ね半径 500m、施設の立地状況等によっては１㎞以内）に、３か所以上の

不特定多数の市民、高齢者・障害者等が常に利用する施設（以下、「生活関連施設」という。）

が立地する地区を促進地区とする。 

なお、「平成 14 年基本構想」で重点整備地区（3 か所）、準整備地区（7 か所）とされていた地

区は促進地区とする。 

② 地域発案があった地区や、駅周辺以外で生活拠点が形成されている地区で、地区の中心地
から徒歩圏に、３か所以上の生活関連施設が立地する地区についても、促進地区としての設

定を検討する。 

③ 今後のまちづくりの進展、社会状況の変化等に応じ、促進地区の設定・変更を検討する。 

※ 地区外であっても第２編「１．全市的なユニバーサルデザインのまちづくりの基本方針」に基づき、まちの 

状況に応じたユニバーサルデザインのまちづくりを推進します。 

 

図.移動等円滑化促進地区の位置 

 

移動等円滑化促進地区 
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生活関連施設と生活関連経路の設定 

⑴  生活関連施設の設定 

促進地区内に立地する当事者・市民が多く利用する施設を生活関連施設として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 生活関連施設以外の施設であっても、バリアフリー法や兵庫県福祉のまちづくり条例等に基づ

き、バリアフリー化を進めていきます。 

 
 

  

  

施設区分 設定基準 

公共施設等 常に多数の人が利用する公共性の高い施設 

旅客施設 鉄道駅、旅客船ターミナル 

教育・文化施設 

バリアフリー法に基づく基準の適合義務がある延べ面積 2,000㎡以上の施設 
商業施設 

医療・保健・ 

福祉施設 

宿泊施設 

都市公園 多数の人の利用が想定される広域公園、総合公園、地区公園、近隣公園 

路外駐車場 
生活関連施設に隣接しているか、 

又は生活関連経路の途中にある 500㎡以上の路外駐車場 

観光施設 地域の観光資源として地域外からの来訪者も多く訪れる観光施設 

避難所 移動等円滑化促進地区内にある避難所（小・中学校） 

その他 上記以外で、地域等で要望が高い施設については、地区の状況を踏まえ設定 

【本計画における設定の考え方】 

① 常に多数の人が利用する施設 

② 高齢者、障害者等の利用が多い施設 

③ 「平成 14 年基本構想」で「移動円滑化を図る施設（重点整備地区）」、「移動円滑化を図る周

辺施設（準整備地区）」に設定されている施設 

④ 生活関連施設はネットワークの起終点となるため、既にバリアフリー化されている施設であっ

ても設定 

【生活関連施設 法律上の定義】 

高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設 

【国ガイドラインの考え方】 

・常に多数の人が利用する施設を選定する 

・高齢者、障害者等の利用が多い施設を選定する 
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【生活関連経路 法律上の定義】 生活関連施設相互間の経路 

【国ガイドラインの考え方】 

 ・より多くの人が利用する経路を設定する 

 ・生活関連施設相互のネットワークを確保する 

 ・隣接自治体との連続性を確保する 

⑵  生活関連経路の設定 

促進地区内の生活関連施設間を結ぶ経路を生活関連経路として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本計画における設定の考え方】 

① 生活関連施設の立地状況等を踏まえ，生活関連施設へのアクセスの利便性や地区の回遊性

向上に資する生活関連施設相互間の経路 

② より多くの人が安全に通行できる経路 

③ 「平成 14年基本構想」で特定経路・準特定経路として位置付けた路線については、今後も継

続的にバリアフリー化に取り組む必要があることから、生活関連経路に選定 

※ 生活関連経路以外の路線であっても、歩行者等の安全性確保が早急に必要な路線や、補

修等が必要な箇所については、対応していきます。 
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（出典「移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン」平成 31年 3月国土交通省） 

【参考：移動等円滑化促進方針と基本構想の作成イメージ】 
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4. 移動等円滑化促進地区のまちづくりに関する方針 
 移動円滑化促進地区では、各地区の状況に応じて地域や事業者と連携しながら、「３．全市的なユ

ニバーサルデザインの基本方針」に記載した取組等を具体化し、まちづくりを進めていきます。 

 促進地区の方針、地区の範囲、生活関連施設、生活関連経路を示しますが、今後、基本構想策定

検討時には、当事者・市民や地域の意向、実施する事業内容等を踏まえ、必要に応じて見直しを行

います。 

JR朝霧駅周辺地区 

⑴ 地区特性 

駅南側には、市のレクリエーション拠点となる大蔵海岸公園が立地しており、駅と大蔵海岸公

園とは朝霧歩道橋で直結し、公園付近には複数の施設が立地するなど親水性の高いウォーター

フロントを形成しています。 

また、駅南側の国道 2 号・28 号沿いには、沿道型店舗が立地し、駅北側（地区外）には明舞団

地をはじめとする中低層の住宅地が広がっています。 

 

⑵ 地区のバリアフリー状況 

 駅は、エレベーター、多目的トイレ、内方線付き点状ブロックの設置等のバリアフリー化を実施。 

 駅前広場は乗り換え利便性の向上、バリアフリー化等を目的にリニューアル済み。 

 朝霧歩道橋の海側にエレベーターが設置され、エレベーター棟 1 階には、多機能トイレが設

置されている。 

 朝霧歩道橋の海側から砂浜に行くことが可能なスロープを整備。砂浜用車いす貸出を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 地区目標 
 
 

 

⑷ 地区の取組方針 

 駅から大蔵海岸公園までの経路、大蔵海岸公園等における、誰もが安全に移動し、利用しや

すい環境の整備。 

 大蔵海岸公園を活用した、ユニバーサルツーリズムの促進。 

 ユーザビリティに配慮した建築物のバリアフリーの促進と、建築物と歩道との連続性の確保。 

リニューアルされた駅前広場 JR朝霧駅構内のトイレ 

 

砂浜に行くことができるスロープ 

 

 

砂浜用車いすの貸出し（大蔵海岸公園） 

駅から大蔵海岸公園までのバリアフリー化による、 

誰もが安心して楽しめるユニバーサルデザインのウォーターフロントの形成 
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※明舞サービスコーナー、明舞中央病院、あさぎり病院等は、徒歩でなく車やバスでのアクセスが主。      
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JR明石駅・山陽電鉄山陽明石駅周辺地区 

⑴ 地区特性 

市の商業・業務機能の中心地として、駅南側を中心に、市内外から多くの人が集まり、にぎわう

中心市街地が形成されています。駅周辺には、市の環境・景観核となる県立明石公園、魚の棚商

店街、天文学科学館など様々な文化・歴史・レクリエーション資源が点在します。先行的・重点的

にユニバーサルデザインのまちづくりを推進する地区として、誰もが日常的に楽しみやすく安全に

移動できるユーザビリティと回遊環境の向上を目指しています。 

 

⑵  地区のバリアフリー状況 

 JR 明石駅、山陽明石駅は、エレベーター、多機能トイレ、内方線付き点状ブロックの設置等

のバリアフリー化を実施。 

 駅南側は市街地再開発事業により駅前広場の改良や商業・公共サービス機能の向上など、

駅周辺のバリアフリー化が完了。 

 駅周辺における歩道の整備、点字ブロックの設置等のバリアフリー化を実施。 

 駐輪場の整備、自転車等放置禁止区域の指定範囲の拡大等により、駅周辺の放置自転車台

数は大幅に減少。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 地区目標 

  

 

 

⑷ 地区の取組方針 

 バリアが散見される歩道や視覚障害者が横断を危険と感じる交差点等における、更なるユー

ザビリティの向上、休憩スペースの設置等による移動環境の質の向上、施設と歩道の連続性

の確保。 

 駅、バスターミナル等の旅客施設における案内誘導の改善・充実。 

 公共施設や大規模施設だけでなく、宿泊施設、小規模店舗等も含めた建築物や、公園・駐車

場についてのユーザビリティに配慮したバリアフリー化の促進。 

 観光資源や中心市街地のにぎわいを楽しむユニバーサルツーリズムの拠点整備。 

  

駅構内を示す（触知図）。音声案内付駅構内を示す音声案内付の触知図 

山陽明石駅のエレベーター        リニューアルされた駅前広場          整備された歩道 

あかしの中心核にふさわしい、人が交流し、にぎわいあふれる 

先導的なユニバーサルデザインのまちづくり 
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JR西明石駅周辺地区 

(1) 地区特性 

JR 山陽本線と山陽新幹線が交差し、神戸・大阪や首都圏等にアクセス可能な広域交通ネット

ワークの拠点となっています。駅周辺には商業・業務機能が集積し、その背後は住宅地が形成さ

れています。 

駅周辺の活力を生かし、地域の人も広域からの来訪者も快適に時間を過ごせる駅の南北が一

体となったまちづくりを目指しています。 

 

(2) 地区のバリアフリー状況 

 駅は、エレベーター、多機能トイレ、内方線付き点状ブロック等の設置、西側改札からの連絡通

路の整備等によるバリアフリー化を実施。 

 東西の駅前広場の整備にあわせて、東口連絡通路にエレベーターの設置、バス停の整備、歩

道の点字ブロックの設置や段差・勾配の改修等を実施。 

 駅周辺における歩道の整備、点字ブロックの設置等のバリアフリー化を実施。 

 駐輪場の整備、自転車等放置禁止区域の指定範囲の拡大等により、駅周辺の放置自転車台

数は大幅に減少。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 地区目標 

 

 

 

 

⑷ 地区の取組方針 

 駅周辺のまちづくりと連携した、広域交通ネットワーク拠点にふさわしいユニバーサルデザイ

ンのまちづくりの推進。 

 駅構内の東西改札間の移動や、在来線から新幹線への移動の円滑化。 

 広域からの来訪者に配慮した案内誘導の改善・充実。 

 生活関連経路における、歩行者の通行空間の確保と移動の円滑化。 

 ユーザビリティに配慮した宿泊施設等の建築物・駐車場・公園のバリアフリー化と、施設と歩

道との移動の連続性の確保。  

にぎわいの創出と暮らしやすさの向上を目指した、 

ユニバーサルデザインのまちづくりによる広域交通の玄関口としての機能強化 

駅構内の連絡通路         東口連絡通路のエレベーター        駅前広場とバス停 
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JR大久保駅周辺地区 

(1) 地区特性 

  駅南側は、都市景観形成地区に指定されており、土地区画整理事業等により整備された商業拠

点や集合住宅地が美しい都市景観を形成しています。近年は、公共施設の整備や JT 跡地の開

発などにより、新たなまちづくりの動きも見られます。 

また、駅北側についても、土地区画整理事業により形成した良好な市街地での土地利用が進

んでおり、駅の南北が一体となったにぎわいと魅力づくりが進められています。  

 

(2) 地区のバリアフリー状況 

 駅は、エレベーター、多機能トイレ、内方線付き点状ブロックの設置等のバリアフリー化を実

施。 

 駅前広場や駅周辺における歩道の点字ブロックの設置、駅から大久保市民センターまでの歩

道における段差・勾配の改修、幅員の確保を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 地区目標 

 

 

 

⑷ 地区の取組方針 

 新たな施設整備等によるまちの変化に対応したユニバーサルデザインのまちづくり。 

 移動の連続性の確保による更なるバリアフリー化。 

 駅から周辺の生活関連施設までの移動経路における歩道の波打ち解消、段差・勾配の改修、

点字ブロック設置。 

 ユーザビリティに配慮した商業施設を中心とした建築物・駐車場のバリアフリー化の促進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちの変化に対応した移動経路の連続性の確保等による、 

誰もが住み続けたくなる魅力的なユニバーサルデザインのまちづくり 

駅構内のエレベーター     バリアフリー化が図られた駅前広場      歩道のバリアフリー化 
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JR魚住駅周辺地区 

(1) 地区特性 

駅南側は、公園や図書館等の公共施設が立地しており、また、駅北側では土地区画整理事業

等により良好な住宅地が形成されています。 

駅の橋上化に伴い、駅の南北をつなぐ自由通路や南北駅前広場、駅へのアクセス道路の整

備が行われ、駅の南北が一体となった暮らしの核づくりの強化やまちのにぎわいづくりが進めら

れています。 

 

(2) 地区のバリアフリー状況 

 駅は、エレベーター、多機能トイレ、内方線付き点状ブロックの設置等のバリアフリー化を実

施。 

 南北の駅前広場の新設・改良により、バス、タクシー等の乗降場を整備するなど、交通結節

点の機能を強化。 

 駅周辺における歩道の整備、点字ブロックの設置等のバリアフリー化を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 地区目標 

 

 

 

⑷ 地区の取組方針 

 駅周辺の歩道や施設のバリアフリー化の周辺地域への展開。 

 駅から生活関連施設への移動経路のバリアフリー化。 

 誰もが憩えるユニバーサルデザインに配慮した公園整備の推進。 

 ユーザビリティに配慮した建築物のバリアフリー化の促進と、建築物と歩道との連続性の確

保。  

駅周辺の移動環境の向上に向けた 

ユニバーサルデザインによる暮らしの核とにぎわいづくり 

 駅前広場の障害者用乗降場            エレベーター・エスカレーターの整備 

駅構内の多目的トイレ 
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1 国道2号

2 魚住89号線

3 魚住96号線

4 魚住97号線

5 魚住99号線

6 魚住112号線

7 魚住114号線

8 魚住124号線

9 魚住232号線

10 魚住463号線

JR魚住駅
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JR土山駅周辺地区 

(1) 地区特性 

  駅前広場と駅へのアクセス道路の整備により、利便性の高い市街地環境が形成され、快適な住

環境と産業が調和したまちづくりが進められています。 

  播磨町との境界部分であり、駅は播磨町に立地していることから、播磨町との連携のもとでまち

づくりを進めていく必要がある地区です。 

 

(2) 地区のバリアフリー状況 

 駅は、エレベーター、多機能トイレ、内方線付き点状ブロックの設置等のバリアフリー化を実

施。 

 駅東側に駅前広場を整備し、バス、タクシー等の乗降場を整備するなど、交通結節点の機能

を強化。 

 駅北側道路の一部区間において、路側帯のカラー舗装により、歩行者の通行空間を確保。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 地区目標 

 

 

 

⑷ 地区の取組方針 

 播磨町との連携によるユニバーサルデザインのまちづくり。 

 交通量が多い生活関連経路における歩道の整備や点字ブロック等の設置。 

 歩道整備にあわせた点字ブロックの設置。 

 ユーザビリティに配慮した建築物のバリアフリー化の促進と、建築物と歩道との連続性の確

保。  

駅前広場             路側帯のカラー舗装（駅北側） 

安全で安心な移動環境の向上等に向けた、 

播磨町との連携による駅周辺のユニバーサルデザインのまちづくり 
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山陽電鉄西新町駅周辺地区 

(1) 地区特性 

  山陽電鉄本線連続立体交差事業（第 2期）の実施、幹線道路網や駅周辺の施設整備などにより、

多様な地域特性を活かした活力と魅力あるまちづくりが進められています。 

  駅北側には医療施設、南側には税務署や警察署といった公共施設が立地しています。 

 

(2) 地区のバリアフリー状況 

 駅は、連続立体交差事業により、エレベーター、多機能トイレ、内方線付き点状ブロックの設

置等のバリアフリー化を実施。 

 駅北側にユニバーサルデザインの駅前広場を整備。 

 駅周辺の鉄道沿線において、バリアフリー化された歩道を整備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 地区目標 

 

 

 

⑷ 地区の取組方針 

 生活関連経路における歩道の波打ち解消、段差・勾配の改修、点字ブロック設置。 

 ユーザビリティに配慮した建築物のバリアフリー化の促進、建築物と歩道との連続性の確保。 

  

バリアフリー化された駅 

鉄道沿線に整備された歩道 

ユニバーサルデザインの駅前広場 

駅周辺におけるユニバーサルデザインのまちづくりを 

広範囲に拡大することによる、安全で安心なまちづくり 
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※県立がんセンターについては徒歩ではなく、バスや車による移動が主   
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山陽電鉄林崎松江海岸駅周辺地区 

(1) 地区特性 

  駅周辺には中低層の住宅地が形成されています。駅北側には、市民を対象とした各種福祉サ

ービス拠点となる総合福祉センターや、総合支援センターが立地していることから、高齢者、障害

者などが多く訪れる地区です。 

 

(2) 地区のバリアフリー状況 

 駅は、車いす使用者等が通行しやすい幅広改札、内方線付き点状ブロックの設置、インター

ホンの改善等を実施。 

 駅から総合福祉センターまでの移動経路の交差点に音響式信号機とエスコートゾーンを設

置。 

 総合福祉センターに、多目的ホールや交流スペース等を備える新館を整備するなど、福祉

拠点としての機能を強化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 地区目標 

 

 

 

⑷ 地区の取組方針 

 駅構内のホーム間を結ぶ連絡通路の整備、多機能トイレの設置、改札出入口の勾配緩和等

による、駅のバリアフリー化。 

 駅から総合福祉センター等までの歩道の一部区間における点字ブロックの設置、有効幅員

の確保等、段差・勾配等の改修。 

 駅から医療機関までの歩道未整備区間における歩行者通行空間の確保。 

 ユーザビリティに配慮した建築物のバリアフリー化の促進と、建築物と歩道との連続性の確

保。 

  

駅のインターホン      音響式信号機とエスコートゾーンの設置     総合福祉センター新館 

市の福祉拠点にふさわしい、先導的なユニバーサルデザインのまちづくり 
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山陽電鉄中八木駅周辺地区 

(1) 地区特性 

  駅の北東側に、土地区画整理事業による低層住宅地が立地し、ゆとりとうるおいのある住環境

の形成が進められており、今後の人口増加が見込まれる地区です。 

また、駅北側には、明石医療センター、明石市夜間休日応急診療所、総合支援センターといっ

た医療施設や福祉施設が立地しています。 

 

(2) 地区のバリアフリー状況 

 駅は、構内に多機能トイレ、内方線付き点状ブロック等を設置。 

 駅から医療施設までの一部区間の歩道に、点字ブロックを設置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 地区目標 

 

 

 

⑷ 地区の取組方針 

 駅構内のホーム間を結ぶ連絡通路等による、駅のバリアフリー化の促進。 

 駅から医療施設・福祉施設までの歩道の波打ち解消、段差・勾配等の改修、点字ブロックの

設置。 

 歩道未整備区間における、歩行者通行空間の確保。 

 ユーザビリティに配慮した建築物のバリアフリー化の促進と、建築物と歩道との連続性の確

保。 

 

  

駅と医療施設・福祉施設を結ぶ移動経路のバリアフリー化を契機とした 

ユニバーサルデザインのまちづくり 

整備された歩道 駅構内の多目的トイレ 
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山陽電鉄東二見駅周辺地区 

(1) 地区特性 

  駅を中心に住宅街や商店街が形成されており、マンション開発等により、駅周辺の人口は増加

傾向です。また、臨海部に大規模な工業地域があり、通勤者を中心に駅を利用する人が多い状

況です。 

  駅南側には、福祉・子育て施設であるふれあいプラザあかし西、市民センター等の施設が立地し

ています。 

 

(2) 地区のバリアフリー状況 

 駅は、エレベーター、多機能トイレ、内方線付き点状ブロック等の設置、ホームと車両の段差

解消等により、バリアフリー化済み。 

 駅北側に駅前広場を整備し、バスや送迎車両の乗降場を確保するなど、交通結節点の機能

を強化。 

 駅から市民センター等への移動経路に歩道橋、エレベーター等を整備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 地区目標 

 

 

 

⑷ 地区の取組方針 

 駅から生活関連施設までの移動経路における、歩道の波打ち解消、段差・勾配の改修、点字

ブロックの設置。 

 ユーザビリティに配慮した建築物のバリアフリー化の促進と、建築物と歩道との連続性の確

保。 

  

駅と福祉施設・公共施設とを結ぶ移動経路のバリアフリー化による 

まちの安全性向上を目指したユニバーサルデザインのまちづくり 

駅南のデッキ通路 駅構内のエレベーター 

駅前広場 
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山陽電鉄西二見駅周辺地区 

(1) 地区特性 

駅南側は、駅の新設に伴う土地区画整理事業により、大規模商業施設が複数立地する商業地

とそれを取り囲む住宅地が形成され、地区計画による良好なまちなみ形成が進められています。 

また、駅東側には医療・福祉施設や公共施設が立地しています。 

 

(2) 地区のバリアフリー状況 

 駅は、新設時に、エレベーター、多機能トイレ、内方線付き点状ブロックの設置等のバリアフリ

ー化を実施。 

 駅の南北に駅前広場や駅へのアクセス道路を整備し、駅前広場にはバス、タクシー等の乗降

場を整備するなど、交通結節点の機能を強化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 地区目標 

 

 

 

⑷ 地区の取組方針 

 駅から生活関連施設までの移動経路における、歩道の波打ち解消、段差・勾配の改修、点字

ブロックの設置。 

 歩道の未整備区間における、歩行者通行空間の確保。 

 ユーザビリティに配慮した建築物のバリアフリー化の促進と、建築物と歩道との連続性の確

保。 

  

大規模商業施設の賑わいと、地域の暮らしが両立する 

ユニバーサルデザインのまちづくり 

バリアフリー化された駅 駅前広場 

駅へのアクセス道路 
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【重点整備地区の設定要件】（バリアフリー法、国のガイドラインから） 

①生活関連施設があり、かつ、それらの間の移動が通常徒歩で行われる地区 

②生活関連施設及び生活関連経路についてバリアフリー化事業が特に必要な地区 

③バリアフリー化の事業を重点的・一体的に行うことが総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切な地区 

5. 基本構想の策定方針 

重点整備地区の設定・基本構想の策定に向けた考え方 

移動等円滑化促進地区のうち、バリアフリー化が特に必要な地区で、核となるハード事業（公

共交通、道路、交通安全、都市公園、路外駐車場、建築物等）の具体の調整が可能な地区につい

ては、バリアフリー法に基づく「重点整備地区」に設定し、具体的な事業内容等を「基本構想」とし

て第３編に記載します。その内容に基づき、各事業者が事業計画を作成し、事業を進めます。 

 

 

 

 
 
 

市民・地域等の意見の把握 

基本構想の策定に当たっては、地区の特性やバリアフリー状況等を踏まえ、高齢者、障害者等

の当事者や市民、モデル地域をはじめとした地域の意向を把握・反映しながら検討を進めます。 

また、基本構想の検討過程の中で、必要が生じれば、移動等円滑化促進地区の範囲、生活関

連施設・経路等の「４．移動等円滑化促進地区のまちづくりに関する方針」の内容の変更について

も検討します。 
 

地区ごとの基本構想作成スケジュール 

まちづくりの進捗状況、核となるハード事業の事業見込み等を踏まえ、以下のスケジュールで

基本構想を作成し、本編に記載します。他の促進地区についても、核となるハード事業の実施の

目途が立った段階で、順次、基本構想を作成し、本編に記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2０２０年度（令和２年度） 

・JR明石駅･山陽電鉄 山陽明石駅 周辺地区 

・JR 西明石駅 周辺地区 

・山陽電鉄 林崎松江海岸駅 周辺地区 

 

2０２１年度（令和３年度） 

・JR 大久保駅 周辺地区 

・JR 魚住駅 周辺地区 

・山陽電鉄 中八木駅 周辺地区 

 

他の促進地区についても、核となるハード事業の実施の 
目途が立った段階で、順次策定 
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⑴ JR明石駅･山陽電鉄 山陽明石駅 周辺地区 

 本地区は、本市の中心核であり、交通ターミナル機能、商業機能、市民向け行政サービス

施設等が集積しています。 

 「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり重点モデル地区実行計画」の目標が 2020年

度までとされていることから、平成 14年基本構想や重点モデル地区実行計画の内容を継

承し、これらの取組の進捗状況や、現在のまちの状況等を踏まえて基本構想を策定しま

す。 

⑵ JR 西明石駅 周辺地区 

 西明石駅は、山陽新幹線と JR・山陽本線が結節する、本市の広域的交通ネットワークの拠

点となっています。 

 本地区は、今後のまちづくりについて検討が行われているところですが、現在、平成 14年

基本構想に基づき、同駅においてホームドア設置工事が進捗中であることから、まずは、同

構想の内容を継承しつつ、これらの取組の進捗状況や、現在のまちの状況等を踏まえて基

本構想を策定します。 

 基本構想策定後も、面的なバリアフリー環境を実現するため、今後のまちづくりの方針が

明確になったものから、順次、基本構想に反映していきます。 

 

⑶ 山陽電鉄 林崎松江海岸駅 周辺地区 

 本地区には、本市の地域福祉活動の拠点である市立総合福祉センターが立地しており、

2019年（令和元年）５月には、共生社会の情報発信拠点となる同センター新館もオープン

し、より多くの障害者等が林崎松江海岸駅を利用することが見込まれています。 

 現状では、同駅下り（姫路方面）ホームから同センター側に行くためには、階段のみの駅構

内の地下通路を使用する、又は改札を出て約 400m迂回する必要があり、事業者による

駅構内のバリアフリー化が検討されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度（令和２年度） 
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⑴ JR 大久保駅 周辺地区 

 本地区では、駅南側では商業拠点と集合住宅地が形成され、駅北側では土地区画整理事

業により良好な市街地での土地利用が進んでおり、人口の増加傾向が続いています。 

 あかし保健所、明石こどもセンターが整備され、また、JT跡地において民間事業者による

開発が進められようとするなど、まちの変化が進みつつあります。 

 JT跡地内の市有地（公共公益施設用地）に係る活用方針は検討中であることから、方針

の具体化の目途が立つ時期に合わせ、基本構想の検討に着手します。 

 

⑵ JR 魚住駅 周辺地区 

 本地区は、平成 14年基本構想において重点整備地区に設定し、駅舎の橋上化にあわせ

た面的なバリアフリー化を進めてきました。 

 現在、ため池の規模縮小により生み出される土地を活用し、「みんなにやさしい運動公園」

をコンセプトとした「（仮称）17号池公園」の整備に向けた取組が進められています。 

同公園整備の具体化に時期を合わせ、基本構想の検討に着手します。 

 

⑶ 山陽電鉄 中八木駅 周辺地区 

 本地区は、医療機関や公共機関が徒歩圏に所在し、駅北側は区画整理事業等により周辺

の宅地化が進んでいます。駅の乗降客数も増加傾向にあります。 

 現在、事業者において、駅のバリアフリー化の検討が進められていることから、その検討状

況を見ながら、事業の具体化の目途が立つ時期に合わせ、基本構想の検討に着手します。 

202１年度（令和３年度） 



総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2019 年（令和元年）12 月 12 日 

政 策 局 都 市 開 発 室 

 

 

ＪＲ西日本との包括連携協定における取り組み等について 

 

２０１９年９月２６日、本市とＪＲ西日本は、鉄道沿線の「駅を中心としたまちづくり」について、

all 明石と allＪＲ西日本が連携した取組を図ることができるよう、包括連携協定を締結しました。 

本市では、ＪＲ各駅及び駅周辺における、市民の利便性と安全性の向上をはじめ、「ＳＤＧｓ未来安

心都市・明石」を目指したまちづくりに向けて、ＪＲ西日本と以下の取り組みを進めるとともに、検討

を行っていますので報告します。 

 

１．これまでの取り組み及びＪＲ西日本からの提案内容 

① ＪＲ明石駅・西明石駅ホームドアの整備 

    障害者や高齢者をはじめ、誰もが安全で快適に鉄道を利用できるよう、障害者当事者団体、

市議会、商工会議所などの関係各位と共にＪＲ西日本へ働きかけるとともに、整備費への補助

を行い、JR 明石駅及び西明石駅へのホームドアの整備を計画的に進めています。 

≪事業計画概要≫  

 ＪＲ明石駅（３番線・４番線）への昇降式ホームドアの整備 

  ・事業期間 平成２９年度～令和元年度（予定） 

ＪＲ西明石駅（５番線・６番線）への昇降式ホームドアの整備 

・事業期間 平成３０年度～令和２年度（令和元年度 工事着手（予定）） 

 

② （仮称）あかし観光案内所（ユニバーサルツーリズムセンター） 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックを契機に共生社会の実現を目指す「共生社会ホ

ストタウン」に本市が登録されたことを受け、誰にも優しい「ユニバーサルデザインのまちづ

くり」を進めるなか、明石駅南出口側（ピオレ明石西館内）に、障害の有無、年齢、性別、言

語などにかかわらず、高齢者や子育て世代など誰もが利用しやすい、優しい観光案内所、ユニ

バーサルデザインの公共トイレ等を備える「（仮称）あかし観光案内所（ユニバーサルツーリ

ズムセンター）」の整備を行っています。 

 

③ 南畑踏切の安全対策 

南畑踏切は踏切間の距離や閉鎖時間が長いなど危険な踏切であることから、エレベーター付

横断歩道橋の整備を計画しています。 

≪事業計画概要≫  

・事業期間 平成３０年度～令和５年度 踏切廃止（予定） 

 

④ 西明石駅周辺の活性化 

西明石活性化プロジェクト協議会にて示された課題の解決に向け、本市が所有する旧国鉄清

算事業団用地の開発はもとより、駅及び駅周辺のバリアフリー化や利便性の向上にも配慮しな



がら、ＪＲ西日本との共同によるエリア全体のまちづくりの検討を行っています。 

 

⑤ ＪＲ西日本からの提案 

この度、ＪＲ西日本より社として本市を「車両所」設置の候補地としたい旨の提案がござい

ました。また、ＪＲ西日本が「駅を中心としたまちづくり」を社の方針としてその管内で進め

ていたことから、「新駅」の位置についてもあわせて提案があり、それらの考え方について確

認をしているところです。 

この間における市とＪＲ西日本との協議の内容につきましては、ＪＲ西日本として考える、

「車両所」の位置、規模及び、新駅の位置や、まちづくりなどにつきましても、イメージの域

を超えないものであり、事業として具体的といえる内容ではないという認識でございます。 

したがいまして、現時点では、その内容について確認中であり、本市としましては、全く白

紙の状態です。 

今後、これら様々な点につきましてＪＲ西日本に説明を求め整理し、まずは、市民の皆様や

議会のご意見を伺ってまいります。 

 



西明石エリア 
西明石駅（新幹線） 

西明石駅（在来線） 

南畑踏切 

旧国鉄清算事業団用地 
西明石サービスコーナー 

明石エリア 

明石駅 

あかし市民図書館 

明石市役所 
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2019 年（令和元年）12 月 12 日 

政 策 局 都 市 開 発 室 

 

明石市内全域の均衡ある発展を目指した取り組みについて 

 

 

 

本市にあっては、これまでの、こどもを核としたまちづくりや誰にもやさしいまちづくりの取り組み

により、人口が増え、まちの賑わいや税収が増加し、更なる施策展開が可能となり、それにより、まち

の魅力が一層向上するという、好循環が拡大しています。 

さらに今後、次の１００年を見据えた持続可能なまちづくりに向けて、「ＳＤＧｓ未来安心都市・明石

の創造」を掲げ、まちの好循環の継続・拡大を図るため、ソフト施策はもとより、ハートフル・ハード

整備として、市民の安全と快適な暮らしを支える都市空間づくりに向けて、中心市街地の明石地区だけ

ではなく、各地域の実情や特性を踏まえた、市域全体の均衡ある発展を目指した取り組みを進めている

ところです。 

 ついては、次のとおり、市内の５つのプロジェクトについて、推進を図るとともに、検討を進めてい

ます。 

 

５つのプロジェクトの概要 

 

１ 明石エリア 

・現在地建て替えの方向で進めている市役所新

庁舎の整備について、庁舎のダウンサイジン

グや現庁舎敷地の一部を民間へ売却するな

ど市民負担の軽減を図りながら、県の明石港

東外港地区再開発計画及びそれに伴う中心

市街地の南の拠点整備と連携した整備の検

討に向けた取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

２ 西明石エリア 

・西明石活性化プロジェクト協議会にて示され

た課題の解決に向け、本市が所有する旧国鉄

清算事業団用地の開発はもとより、駅及び駅

周辺のバリアフリー化や利便性の向上にも

配慮しながら、ＪＲ西日本との共同によるエ

リア全体のまちづくりの検討を行っていま

す。 

 

 

 



大久保エリア 

大久保駅 

あかし保健所 

明石こどもセンター 

大久保市民センター 

板
ばん

額
がく

踏切 

公共公益施設用地 

二見エリア 

東二見駅 

西二見駅 
高齢者ふれあいの里 

西部文化会館 

魚住エリア 

 

３ 大久保エリア 

・大久保駅南のＪＴ跡地における民間開発が進

むなか、本のまちアンケートにおいても一位

の要望があり、市民から望む声が大きい図書

館整備等、駅周辺のさらなる活性化について

検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 魚住エリア 

・地域の農業用ため池として活用されてきた１７

号池について、必要なため池の規模を確保しつ

つ、健康促進や自然とのふれあいなど、誰もが

楽しむことができる（仮称）１７号池公園とし

て整備します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
５ 二見エリア 

・二見地区については、地域からの要望も踏まえ、

地域特性や効率化等を十分に考慮した公共施

設の整備と機能の充実化、複合化、集約化を図

るなど、幅広い世代の交流促進と利便性の向上

を図るための検討を行います。 

 

 

 

 

 

 



 

明石エリア 

【位 置 図】 

大久保市民センター 

魚住市民センター 

二見市民センター 

あかし保健所 

明石こどもセンター 

あかし市民図書館 

明舞サービスコーナー 

西明石サービスコーナー 

江井島サービスコーナー 

高丘サービスコーナー 

南畑
みなみはた

踏切 

魚住エリア 

二見エリア 大久保エリア 

西明石エリア 

西部図書館 

西部市民会館 
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市制施行 100周年記念事業の実施状況について 

 

こどもから高齢者まで幅広い世代の市民が地域愛を育む機会を創造するとともに、次の 100 年の

まちづくりにみんなで取り組む契機とするため、「『ふるさと明石』への愛着を深める」「『わがまち

明石』の魅力を広める」「『やさしいまち明石』の創造発信」の３つをテーマとして、市制施行 100

周年記念事業を実施してまいりました。主な事業の実施状況について報告します。 

 

１ 実施済事業について 

 

（１）シンボルマーク作成 

2019年 1月 シンボルマークデザインを公募し（応募数 176件）、上位 5作に絞ったのち、市内

の小学生 12､988名の投票により決定しました。 

 

（２）フォトコンテストの開催及び記念切手の作成 

2月 「時のまち明石」のシンボルである天文科学館の写る風景写真を募集するフォトコ

ンテストを開催。優秀賞 10 作品で記念切手を作成し、時の記念日(6 月 10 日)より

販売しました。 

 

（３）あかし伝統夢まつり 

5/2（木） 市内の布団太鼓 34台と獅子舞 9頭が明石公園に一同に集結し、これまで連綿と引

き継がれてきた地域コミュニティのつながりを後世に伝えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2 0 1 9 年 (令 和 元 年 ) 1 2 月 1 2 日 

政策局市制施行 100 周年記念事業推進室 

-写真- 
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（４）ドリームベースボール 

5/26（日） 元プロ野球選手による市内の小・中学生にむけた野球教室や地元選抜チームとの

対戦を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）「カルピス」ブランド 100周年×明石市制施行 100周年 

7/7（日） 

7/10（水） 

同年、7月 7日に 100周年を迎えるアサヒ飲料（株）「カルピス」ブランドとのコ

ラボ事業として、カルピスウォーターの配布や天文科学館にてカルピスの水玉模様

の原点である天の川にスポットをあてたオリジナルプラネタリウム番組の上映など

を行いました。また、10日にはアサヒ飲料より天文科学館に 100万円の寄付をいた

だきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）Ｂ-１グランプリ in明石開催 100日前イベント「Ｂ-１夏休みこども料理教室」 

8/9（金） Ｂ-1グランプリ in明石の開催 100日前にあたり、兵庫県から出展する「あかし

玉子焼・加古川かつめし」の「こども料理教室」を実施し、開催ＰＲを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真を添付 
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（７）出張！なんでも鑑定団 in明石 

8/18（日） 市制施行 100周年を記念し、テレビ東京「開運！なんでも鑑定団」の公開収録

を西部市民会館で実施しました。観覧者数：450名（応募総数 4,664名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）明石市制施行 100周年記念「ＮＨＫのど自慢」 

10/19（土） 

10/20（日） 

市制施行 100周年を記念し、ＮＨＫの人気番組「ＮＨＫのど自慢」の公開放送を

実施しました。観覧者数：1,072名（応募総数 12,394名）。予選会は 2,100名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）B-1グランプリ in明石 

 市制施行 100 周年記念のメイン事業として、明石公園及び市役所周辺を会場として B-1 グランプ

リ in 明石を開催しました。みんなでつくるやさしいＢ-１グランプリとして開催するため、準備段

階から様々な取り組みを行いました。 

 

①B-1グランプリ in明石 50日前 PRイベント「たこバルーン係留」 

10/4（金） 

から 

10/6（日） 

開催 50 日前のチケット前売り販売開始に合わせ、10 月 4 日より 3 日間、直径、

高さ 20 メートルの気球「たこバルーン」を大蔵海岸に係留し、B-1 グランプリ in

明石開催 PRを行いました。 
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②みんなでつくる取り組み「ボランティアおもてなし研修会」 

9月 

11月 

今回のＢ-１グランプリにおいては、ボランティアとして中学生から 80代の方ま

で、障害のある方もない方も 2000名を超える皆様に登録いただきました。ボランテ

ィアの皆様が楽しく、気持ちよくおもてなしができるよう、2 回のおもてなし研修

会を行いました。第 1回は 9月 13日～15日に開催し、Ｂ-１グランプリの概要やユ

ニバーサルマナーについて、第 2回は 11月 2日～5日に開催し、当日の具体的な仕

事内容やおもてなしについて学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

③当日の様子 

11/23（土祝） 

11/24（日） 

2日間で計 31万 4000人の方に来場いただき、全国から集まった 55のご当地グル

メや明石のまち歩きを楽しんでいただきました。こどもから高齢者まで障害のある

方もない方も楽しむことができるよう、ループタクシーの導入やスロープ、トイレ

等を充実させました。 

また、2000名のボランティアが事前の研修をとおして、ユニバーサルマナーにつ

いて学ぶとともに、当日は、市職員と連携して運営を支え、来場者をおもてなしし

ました。さらに、小学生による来場者へのおもてなしメッセージカードや応援のぼ

り旗が会場を盛り上げました。 

今回のＢ-１グランプリは、まちの PRやにぎわいづくりの枠を超えて、やさしい

まち明石の創造発信、協働のまちづくりの象徴となるとともに、将来の明石を担う

こどもたちがふるさと愛を育む機会となり、みんなの笑顔（やさしさ）あふれる２

日間になったものと認識しています。 
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